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Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

（１） 学校法人の沿革 

 学校法人兵庫医科大学（以下「本法人」という。）は、昭和４６年１１月に学校法人寄附

行為認可を受け、翌年４月に、「社会の福祉への奉仕」「人間への深い愛」「人間への幅の広

い科学的理解」を建学の精神として、医学部単一学部からなる兵庫医科大学を開学し、昭和

５３年４月には大学院医学研究科を設置した（西宮キャンパス）。 

平成９年１０月には、地域医療に貢献すべく兵庫医科大学篠山病院を開設し、その後、平

成１１年９月にささやま老人保健施設を開設した（篠山キャンパス）。 

平成１９年には、将来的な医療の在り方、これに対する医学部教育の実績を積み重ねてき

た本法人の役割・責任を踏まえ、「人間への深い愛と豊かな人間性を持ち、幅広い知識と優

れた技術を備え、社会とともに医療を担う医療専門職者を育成する。」との教育理念に基づ

き、薬学部（医療薬学科）、看護学部（看護学科）及びリハビリテーション学部（理学療法

学科、作業療法学科）の３学部４学科を擁する兵庫医療大学を開学した。その後、平成２３

年４月に大学院看護学研究科及び医療科学研究科を、平成２５年４月に大学院薬学研究科

を設置した（神戸キャンパス）。 

このように、本法人は医療総合大学を標榜しチーム医療推進のため、「学校法人兵庫医科

大学のチーム医療」を定め、チーム医療を実践する医療人の育成に努めてきた。 

兵庫医科大学開学から４９年、兵庫医療大学開学から１４年が経過し、建学の精神に則り、

多くの有為な医療人を社会に輩出するとともに、教育・研究基盤も拡充し、医療系大学とし

て一定の評価を得るまでに成長してきた（令和２年度までの卒業者数は、兵庫医科大学医学

部４，４０８名、兵庫医療大学：薬学部１，１７１名、看護学部１，１３６名、リハビリテ

ーション学部９２７名）。  

 

（２） 設置（統合）の経緯及び趣旨 

 現在、大学を取り巻く環境は、１８歳人口減少という人口構造の変化の中、厳しさを増し

ており、各大学が生き残りをかけて戦略を模索している。また、大学の連携・統合等の点で

は、国立大学の一法人複数大学制度、私立大学での学部単位での事業譲渡の円滑化や合併の

促進など、連携・統合や事業承継円滑化の環境整備が進められている。 

医療系大学等においても、医療人育成機関の増加、国家試験の難関化など厳しい状況に変

わりはなく、医科大学が医療系学部を順次設置していく中で、統合後の兵庫医科大学の４学

部それぞれが教育改革を行い、「医系総合大学」として特色ある優れた医療人を養成するこ

とで社会的責任を果たしていく。 

また、チーム医療の現状については、本法人は、「多職種連携教育」に関して「学校法人
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兵庫医科大学のチーム医療」を定め、その中で「兵庫医科大学・兵庫医療大学間で大学・学

部の垣根を超え、ボーダレスな教育を行う。」、「両大学は連携してチーム医療の推進につい

て研究を行い、情報を発信する。」と謳っており、実際に教育面では４学部合同のチーム医

療演習などを行い、一定の成果を収めている。では実際に医療現場でチーム医療を両大学の

卒業生は実践できているかを見ると、時代の趨勢とともにチーム医療は浸透しつつあるも

のの、現状では役割分担の域を出ず、多職種が「連携」しているとは言い難い状況にある。

今後は、医療の質向上のためには、業務分担ではなく、多職種が連携し、相互に影響する多

職種連携「Ｉｎｔｅｒｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」を目指す必要がある。 

 現在、本法人では、西宮キャンパスの新病院建設計画を進めており、予定では令和８年度

開院となる。統合後、兵庫医科大学全学部の学生は、最新の医療施設・設備を整えた新病院

で臨床実習等を行うことが可能となり、教育環境が一層改善されることとなる。また、新病

院建設に合わせて地域医療機関との連携を一層強化することにより、卒業生の安定的な就

職先の確保にも寄与することが見込まれる。 

以上のことも含め、今後の将来展望を踏まえて、本法人に求められる①質の高い医師、医

療専門職者を養成するための教育・研究体制の充実及び教育の質の向上 ②法人運営及び

組織体制の強化 ③「医系総合大学」としての認知度及び評価の向上などの点から、「医学

部」「薬学部」「看護学部」「リハビリテーション学部」それぞれにおける教育を従来以上に

緊密な連携のもと実施するため、兵庫医科大学と兵庫医療大学を統合し、４学部５学科の新

たな「医系総合大学」とすることの結論に至り、令和２年１１月２８日開催の理事会におい

て、令和４年４月に兵庫医療大学の３学部３研究科を、現状と同じ内容で兵庫医科大学に設

置し、兵庫医療大学は廃止するという大学統合計画が承認された。兵庫医療大学の廃止に際

しては、令和４年４月１日に同大学の学生募集停止及び在学生の兵庫医科大学への転入学

を併せて実施する。 

当該計画においては、文部科学省から、令和２年１０月に「学校法人の寄附行為及び寄附

行為の変更の認可に関する審査基準」第四の四の（三）の適用審査において、「適用可能」

との回答を得ており、また、令和２年１２月には「大学の設置等の認可の申請及び届出に係

る手続等に関する規則」第３条に係る教員審査省略の該当の適否の事前相談において、「教

員審査の省略が可能」との回答を得ている。 

 

（３） 薬学部設置の趣旨及び必要性  

医療の高度化、多様化に伴い、医薬分業が急速に進展しつつある中、専門特化した医療専

門職者の連携によるチーム医療がますます重要視されるとともに、医療の担い手としての

薬剤師には、処方に基づく調剤のみならず、個々の患者の病態と薬歴を把握した上で、正確
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な薬品情報提供、効果的な薬物治療のための投与計画の策定、服薬指導、リスクマネジメン

トなど、専門的知識に基づく医薬品の適正使用を推進する能力が求められている。わが国の

医療機関の状況をみても、インシデント・アクシデントの中でも薬剤に関する事例が最も多

く、安全で適正な医薬品使用を推進する能力を持つ薬剤師が強く求められているのは明白

である。 

さらに、疾病を持つ人々に対する各医療専門職者の使命は、それぞれの役割の上で、個々

の社会的、経済的、精神的環境に応じ、クオリティ・オブ・ライフの向上を達成する最適な

治療とケアを行うことであり、そのためには、高度な専門性はもとより、治療を受ける人々

とその家族等の立場に立った、患者本位、人間重視の精神が求められる。 

このような社会情勢の変化にも関わらず、これまでのわが国の薬学教育は、主として化学

に立脚した「モノ」を対象とする物質科学的な基礎薬学を中心とする教育であり、時代の要

求する人材の養成は十分でなかった。かかる背景のもと、基礎薬学はもとより「ヒト」を対

象とした応用科学的な医療薬学に重点を置く教育への発展的転換が求められ、４年制から

６年制へと移行することとなった。 

このような背景を踏まえ、現行の兵庫医療大学薬学部は、「社会の福祉への奉仕」「人間へ

の深い愛」「人間への幅の広い科学的理解」という学校法人兵庫医科大学の建学の精神に則

り、「人と社会の健康と幸福に貢献できる薬剤師の育成」を基本理念として掲げ、これまで

の薬学教育では不十分であった医療薬学教育に重きを置き、兵庫医科大学における永年に

わたる医学教育を通じて培った臨床教育資源を有効に活用しながら、臨床現場に根ざした

教育研究を行うことを最大の特徴として平成１９年に開設された。それ以来、当時まだ一般

に膾炙されていなかった「チーム医療教育」を旗印として掲げ、現行の兵庫医療大学看護学

部、リハビリテーション学部、同一法人内の兵庫医科大学医学部と初年次教育の段階から協

働しながら、患者の立場に立った的確な薬物治療を推進し得る薬剤師を養成してきた。 

開設から１３年が経ち、現行の兵庫医療大学薬学部は病気への深い理解のもと、患者との

コミュニケーションによってその容態や状況を把握し、他の医療の担い手との連携を保ち

ながら、薬学専門職者としての高度な専門性を備えた、人間本位の医療の実践者たる薬剤師

の養成を通じて、社会のニーズに応え、薬学領域の教育研究の発展に寄与してきた。令和元

年度までに１，０４１名の卒業生を輩出し、９０９名が薬剤師の資格を取得した。この間、

「チーム医療教育」という言葉は社会に浸透し、今では医療人を育成する教育機関でこの言

葉を掲げないところはないと言っても過言ではない状況である。一方、医療現場ではチーム

医療はいまだに十分実施されているとは言えない。旧来の職種ごとの縦割りの壁を越えた

多職種連携が先駆的な医療機関を中心に少しずつ実践されつつあるが、この動きを今後さ

らに加速させる必要がある。そのためには、すべての医療専門職者が多職種連携を概念とし
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て学ぶだけでなく、多職種連携を実践するような教育を行う必要がある。 

この度、兵庫医療大学は兵庫医科大学と統合し、現行の兵庫医療大学薬学部は兵庫医科大

学薬学部として生まれ変わり、これまで通り高いコミュニケーション能力と薬学の高度な

専門知識とを培うとともに、チーム医療教育をさらに深化させ、医療現場で多職種連携を実

践し、チームの中で輝ける薬剤師を養成したい。 

 

（４） 教育研究上の理念、目的 

統合後の兵庫医科大学薬学部医療薬学科は、学校法人兵庫医科大学の建学の精神及び大

学の理念のもと、以下のような教育理念・目的・目標を掲げる。 

 

＜教育理念＞ 

基礎と臨床を融合させた薬学教育に加えて、医学・医療の関連分野との横断的教育を実践

することにより、人と社会の健康と幸福に広く貢献できる薬剤師を育成する。 

 

＜教育目的＞ 

薬学部は、物質と生体に関する正しい知識と研究を通して得られる問題解決能力を基盤

としつつ、生命の尊厳を畏敬し、人々の健康と幸福を真に願う医療専門職者としての明確な

意識のもとに、多様な分野で薬学的立場から全人的医療を支えることのできる薬剤師を養

成する。 

 

＜教育目標＞ 

ⅰ）「くすり」と「生体」及びその相互作用に対する科学的理解を深め、幅広い教養ととも

に薬剤師としての基盤となる正しい知識を身に付ける。 

ⅱ）生命の尊厳を尊重する高い倫理観とともに、人々の健康と幸福を願い、その治療とケア

に携わることができる豊かな人間性を養う。 

ⅲ）ボーダレスな教育環境のもと、様々な医療専門職者の役割を理解し、連携を保ち互いに

協調し、患者の病態のみならず心理的・社会的背景をも理解し、適切な薬物治療を推進す

る総合的実践能力を身に付ける。 

ⅳ）医療の高度化・多様化及び科学技術の進展に適切に迅速に対応するため、高い創造性と

生涯にわたり自ら学び続ける自己開発能力を身に付ける。 

ⅴ）個人にとって安全かつ適切な薬の使用を促すため、くすりの有効性・安全性に関する正

しい知識とともにリスク管理能力を身に付ける。 

ⅵ）優れたコミュニケーション能力を身に付けるとともに、医療・保健衛生分野における薬
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剤師のあり方について学び、社会的視野を広げる。 

 

（５） どのような人材を養成するのか 

① どのような人材を養成するのか 

現行の兵庫医療大学薬学部では、上記の教育理念・目的・目標を実現するために、どのよ

うな人材を育成するのかを明示するために、平成２８年に下記のディプロマ・ポリシー（Ｄ

Ｐ）を作成した。 

 

＜ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）＞ 

本学部所定のカリキュラムを修了するとともに、以下の資質を身につけた学生に卒業を

認定し、学士（薬学）を授与します。 

 

１．幅広い教養と豊かな人間性を持ち、医療専門職者に必要な倫理観、使命感、責任感を有

する。 

２．チーム医療の一員として、他の医療専門職者とコミュニケーションを取り、互いの立場

を理解し尊重しながら、薬剤師として貢献することができる。 

３．十分なコミュニケーション能力を有し、患者の病態のみならず心理的・社会的背景を理

解したうえで薬物治療を実践することができる。 

４．「医薬品・化学物質」と「生体・環境」及びその相互作用について正しい知識を身につ

け、さらにそれを応用する技能を有する。 

５．西洋医学及び東洋医学に基づく安全かつ有効な薬物療法を主体的に実施するために必

要な薬学的管理を実践する能力を有する。 

６．地域の医療・保健・福祉に関する知識と、それを地域住民の健康増進、公衆衛生の向上

に結びつける能力を有する。 

７．研究活動に取り組む意欲を有し、研究課題を発見し解決する基本的能力を有する。 

８．世界の医療・科学技術の進歩に迅速に対応できるよう、生涯にわたり自ら学び続けるこ

とができる。 

９．次世代の医療を担う人材を育成し、医療の継続的な発展に貢献するため、後進を指導す

る意欲と態度を有する。 

 

＜教育目標との関連＞ 

教育目標の「ⅰ）「くすり」と「生体」及びその相互作用に対する科学的理解を深め、幅

広い教養とともに薬剤師としての基盤となる正しい知識を身に付ける。」「ⅴ）個人にとって
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安全かつ適切な薬の使用を促すため、くすりの有効性・安全性に関する正しい知識とともに

リスク管理能力を身に付ける。」はＤＰ４・５を満たせば達成したといえる。「ⅱ）生命の尊

厳を尊重する高い倫理観とともに、人々の健康と幸福を願い、その治療とケアに携わること

ができる豊かな人間性を養う。」はＤＰ１・６を満たせば達成したといえる。「ⅲ）ボーダレ

スな教育環境のもと、様々な医療専門職者の役割を理解し、連携を保ち互いに協調し、患者

の病態のみならず心理的・社会的背景をも理解し、適切な薬物治療を推進する総合的実践能

力を身に付ける。」「ⅵ）優れたコミュニケーション能力を身に付けるとともに、医療・保健

衛生分野における薬剤師のあり方について学び、社会的視野を広げる。」はＤＰ２・３を満

たせば達成したといえる。「ⅳ）医療の高度化・多様化及び科学技術の進展に適切に迅速に

対応するため、高い創造性と生涯にわたり自ら学び続ける自己開発能力を身に付ける。」は

ＤＰ７・８・９を満たせば達成したといえる。 

統合後の兵庫医科大学薬学部においてもこのディプロマ・ポリシーを維持し、教員と学生

で共有し、本学の教育理念・目的・目標にかなう人材を育成する。 

 

② 卒業後の進路 

卒業生の進路としては、医療の担い手として健康の増進と社会福祉に貢献する薬剤師の

輩出が第一である。その中でチーム医療の一翼を担い、調剤・製剤・医薬品情報・治療薬物

動態管理・服薬説明などの薬剤師業務を通じて薬物療法と医療の安全確保に貢献する病院

薬剤師がある。また、医薬分業やセルフメディケーションの進展に伴い、今後も増加するで

あろう保険薬局の薬剤師も重要である。加えて、ドラッグストアほか医薬品一般販売業にお

いて薬の専門家として活躍する薬剤師がある。また、製薬企業における創薬研究、開発業務

なども重要な進路となる。さらに治験施設支援機関における治験コーディネーターや、開発

業務受託機関における臨床開発従事者としての活躍も期待される。また、４年制の大学院博

士課程への進学者も予想される。加えて、医薬品等製造販売業には、薬剤師を要件とする製

造販売品質保証や製造販売後安全管理における責任者としての就職も想定される。また、こ

れら製薬関連企業のみならず食品・化学品関連企業でも、品質管理や安全管理は今後益々重

要視され、ここでも専門職者としての薬剤師の活躍が想定される。さらに、医薬品をはじめ

とする化学物質の知識を基に、地域住民へのリスクコミュニケーターとして、あるいは保健

衛生行政分野でリスク管理者として、社会の健康と福祉に貢献することもできる。 

このように多岐にわたる薬剤師としての需要は今後も広がりを見せていくものと考えら

れ、そのようなニーズに対応した人材を輩出していく。 

 

③ 人材需要見通し 
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現行の兵庫医療大学薬学部の求人は堅調であり、過去４年間の学生１名あたりの求人件

数は、約１４件から約１７件の間で推移している（【資料１】参照）。一方、将来の薬剤師の

需給見通しについては、平成３０年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「薬剤師の需給動

向の予測及び薬剤師の専門性確保に必要な研修内容等に関する研究」（分担研究者：長谷川

洋一・名城大学薬学部教授）の報告書によれば、今後数年間は需要と供給が均衡している状

況が続くことになるが、長期的に見ると、供給が需要を上回ることが見込まれている、との

予測が示されている。今後機械化等による業務の効率化によって需要が減少する部分もあ

ると思われるが、６５歳以上の高齢者は今後令和２２年まで増加し続けると推定されてお

り（総務省統計局ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｔａｔ．ｇｏ．ｊｐ／ｄａｔａ／ｔｏｐｉｃ

ｓ／ｔｏｐｉ１１３１．ｈｔｍｌ）、対人業務の充実や在宅医療の普及の中で薬剤師が存在

感を発揮することができれば、薬剤師に対する需要は今後も維持されるものと考えられる。

本学薬学部の育成するコミュニケーション能力と薬学の高度な専門知識を併せ持った、チ

ーム医療を実践できる薬剤師は今後特に求められる人材であると考えている。 

【資料１ 求人件数推移】 

 

（６） 組織として研究対象とする中心的な学問分野 

 本学部が組織として研究対象とする中心的な学問分野は「薬学」である。 

 

Ⅱ 学部・学科等の特色 

学校教育法第８３条、第１０８条、大学設置基準第２章（第３条～第６条）、並びに、中

央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の提言する「高等教育の多様な機能と個性・

特色の明確化」を踏まえて、本学部では以下のような能力や個性をはぐくむ特色ある教育を

実施する。 

 

（１） ヒトの体のしくみ、病気に対する理解を深める充実した臨床的医学知識の修得 

実習も含めた生理・解剖などの基礎医学系科目や、現任の臨床医である専任教員による医

療薬学系科目の充実により、全人的医療における薬物治療推進の基盤となる、人体の構造と

しくみ、疾病の成り立ちに関する理解を深める。 

 

（２） 患者本位、人間重視の精神の涵養による患者とのコミュニケーション能力の修得 

個々の患者の社会的、経済的、精神的環境に応じ、クオリティ・オブ・ライフの向上を達

成する最適な治療とケアを行うため、治療を受ける人々とその家族等の立場に立った、患者

本位、人間重視の精神を涵養する教育により、患者とのコミュニケーション能力を身に付け
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る。 

 

（３） 他の医療専門職者との連携によるチーム医療についての技術・知識の修得 

現在、看護学部、リハビリテーション学部、兵庫医科大学医学部との連携を通じてチーム

医療の本質を理解し、さらに実践的なチーム医療教育によって、患者の立場に立った的確な

薬剤師業務のあり方を身に付ける教育が行われている。具体的には、大学生としての学び方

を身に付ける「アカデミックリテラシー」を第１学年次の必修科目として、薬学部、看護学

部、リハビリテーション学部の３学部合同で、小グループ制を基本として実施している。 

第１学年次の「早期臨床体験実習」における合同チュートリアルでは、薬学部、看護学部、

リハビリテーション学部、兵庫医科大学医学部の４学部合同によってグループディスカッ

ションが行われている。第２学年次の「チーム医療概論」では薬学部、看護学部、リハビリ

テーション学部の３学部混成の小グループでグループワーク・ディスカッションが行われ

る。第３学年次の「看護論」及び「総合リハビリテーション論」では看護師、理学療法士、

作業療法士の役割や機能について深く学修する。第４学年次の「チーム医療論演習」では、

薬学部、看護学部、リハビリテーション学部、兵庫医科大学医学部の４学部混成の小グルー

プを作り、グループワーク・ディスカッション・プレゼンテーションを行い、チーム医療の

在り方や倫理的諸問題などを具体的な症例等を用いて理解を深めている。 

２大学統合後は、これらのチーム医療教育をさらに深化させる。 

 

（４） 薬剤師としての高度な専門性の修得 

有機化学、物理化学、生化学などの基礎学問領域における知識・手法のみならず、充実し

た高度専門的あるいは先端的科学に関する科目の開講により、薬剤師としての高度な専門

性を身に付ける。 

 

（５） 少人数教育による自学自修の習慣・能力の修得 

低学年次では少人数グループによるチュートリアル教育を、さらに高学年次でも少人数

グループによる「処方解析演習」を実施し、学生個人が自ら課題に取り組み、問題を解決す

る態度と能力を身に付ける。第５学年次・第６学年次には「研究実習・研究研修」を実施す

る。これにより先端医療関連の技能や自己問題発見・解決能力とともに医療チームの一員と

しての態度も身に付ける。 

 

Ⅲ 学部・学科等の名称及び学位の名称 

臨床実務能力を備えた薬剤師の育成を主たる目的として、薬学（臨床に係る実践的な能力
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を培うことを主たる目的とするもの）に係る学部学科を設置することから、学部・学科名称、

学位名称については、以下のとおりとする。 

 

（１） 学部名称 

薬学部 

Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｐｈａｒｍａｃｙ 

 

（２） 学科・学位名称 

医療薬学科 

Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｐｈａｒｍａｃｙ 

学士（薬学） 

Ｂａｃｈｅｌｏｒ ｏｆ Ｐｈａｒｍａｃｙ 

 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

教育課程については、薬学系人材養成の在り方に関する検討会による「薬学教育モデル・

コアカリキュラム（平成２５年度改訂版）」及び薬学実務実習に関する連絡会議による「薬

学実務実習に関するガイドライン（平成２７年度版）」を基本とし、本学の教育理念及び本

学部の特色等を踏まえ策定された薬学部カリキュラム・ポリシーに準じて、１）基礎分野、

２）専門基礎分野、３）専門分野の科目から構成しており、それぞれの分野における科目配

置の考え方及び特色については以下の通りである。 

なお、本学の教育課程は、学校教育法第８３条第１項の「広く知識を授けるとともに、深

く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させること」という目的を

達せられる内容を有するものである。これらの必要な要素を踏まえ、６年間における必要取

得単位数は、１９５．５単位以上とし、大学設置基準に定められる卒業の要件である１８６

単位（薬学関係：臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの）を満たすも

のとする。 

なお、教育課程の薬学教育モデル・コアカリキュラム対比表は【資料２】を、履修系統図

は【資料３】を参照されたい。 

【資料２ 教育課程と指定規則等との対比表】 

【資料３ 履修系統図】 

 

（１） 教育課程の編成の考え方 

前述の教育上の目的を達成するために、以下に示す教育課程の編成方針（カリキュラム・
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ポリシー）を掲げている。カリキュラム・ポリシーは、医療人に求められる教養や人間性の

醸成から薬剤師に必要な専門知識の修得、医療現場で貢献できる専門性や自己研鑽能力の

獲得などを成しえる体系的な構成となっている。 

 

＜カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）＞ 

「薬学教育モデル・コアカリキュラム（平成２５年度改訂版）」に準拠した授業科目と本

学が独自に設定した次の授業科目を組み入れた特色あるカリキュラムを編成します。 

１．幅広い教養と豊かな人間性を涵養する科目 

２．薬剤師に必要な倫理観、使命感、責任感を涵養する科目 

３．薬学の専門的知識・技能を活かし、チーム医療の中で、連携協力し合う能力を培う統合

科目 

４．薬物治療を実践するために薬剤師に必要なコミュニケーション能力を養成する科目 

５．基礎薬学から実践的な医療薬学まで、薬剤師として必要な知識、技能を養成する科目 

６．地域の医療、保健、福祉に関する知識を修得し、地域住民の健康増進、公衆衛生向上に

結び付ける能力を養成する科目 

７．医療や科学技術の発展に貢献できる研究能力と、生涯を通して学び続ける自己研鑽能力 

を養成するための科目 

８．次世代の医療を担う人材を育成し、医療の継続的な発展に貢献するため、後進を指導す

る意欲と態度を養成するための科目 

 

＜編成方針＞ 

初年次は、全教育課程を全うするために必要な学修諸要素を修得する機会を提供する。薬

学専門科目を学ぶ基礎としての高大接続科目を初年次の初めに配置する。人文科学、社会科

学、自然科学などの教養科目は低学年次に修得させる。 

低学年次から高学年次にわたり医療専門職者としての意識づけや態度教育を行い、チー

ム医療科目やコミュニケーションに関する科目は複数年次にわたって継続的・発展的に編

成する。  

専門科目はキャリアイメージを早期に確実なものとするために、初年次から開始し、段階

的に能力を各学年次において発展させるべく編成する。 

薬剤師業務の基礎的知識、技能、態度が修得できるよう第４学年次に実務実習事前学習や

共用試験を受験させ、その試験に合格後、第５学年次に５ヶ月間にわたる薬局実務実習及び

病院実務実習を履修する。第４学年次後半より研究室配属を行い、実験・研究を通じて問題

解決能力、自己研鑽能力、後進を指導する意欲と態度を養成する。さらに、最終学年次には、

- 設置の趣旨 ― 11 -



 

６年間の学修内容を統合的に連携付けさせる総合演習科目を配当する。 

 

＜実施方針＞ 

学修効率の向上及び能動的学修態度の形成、コミュニケーション能力の育成などを目的

として、講義・演習・自己学修の他に、グループ学修、問題基盤型学修、チーム基盤型学修

など参加型学修を積極的に取り入れる。技能・態度の修得を目的に、実習科目を取り入れる。

さらに、授業科目に関連する医療施設・薬事衛生施設・企業の見学、学識経験者や薬害患者

などの招聘講義、医療専門職者・模擬患者の授業参加を取り入れる。 

 

＜成績評価方法＞ 

紙面での試験、レポート評価のほか、技能・態度の評価（形成的評価を含む）、ピア評価、

口頭試問、プレゼンテーションなど多角的な視点で評価する。病院・薬局実務実習に関して

は、技能・知識の評価に加えて、医療専門職者となるための心構えを含めた、マナー、積極

性、探求心、協調性、社会的常識などの獲得に関しても評価する。研究実習・研究研修に関

しては、研究活動、研究発表、研究論文に関するルーブリック評価表を作成して評価する。 

ディプロマ・ポリシーに掲げる１～９の項目は、カリキュラム・ポリシーにおける１～８

の項目に示した科目編成によって達成されるようカリキュラムが設定されている。 

具体的には、教育課程をその分野の特性に応じて①基礎分野、②専門基礎分野、③専門分

野にカテゴライズして設定することにより、前項「薬学部医療薬学科の特色」で記載した、

ヒトの体のしくみ、病気に対する理解を深める充実した臨床的医学知識の修得、患者本位、

人間重視の精神の涵養による患者とのコミュニケーション能力の修得、他の医療専門職者

との連携によるチーム医療についての技術・知識・態度の修得、薬剤師としての高度な専門

性の修得及び少人数教育による自学自修の習慣・能力の修得を可能とした、きめ細かく充実

した教育編成を行っている。 

 

① 基礎分野 

大学教育の入り口である第１学年開始時に「アカデミックリテラシー」を配置し、教育課

程の構成や教育方法を理解させるとともに、６年間の教育課程に必要な学修スキルを身に

付けさせる。また、「薬学入門」では、薬学に対する本質的な理解を深め、以降の専門科目

へとつながる知識修得の重要性を理解させる。また、医療専門職者として求められる倫理観

を養うために「生命・医療倫理学」、「心理学」「早期臨床体験実習」を必修科目として配置

するとともに、豊かな人間性を育むための人文科学、自然科学、社会科学分野における多様

な教養科目及び第２外国語を配し、必要単位数を２５単位以上に設定することにより幅広
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い教養を身に付けさせる。特に英語教育については、第１～２学年次に基礎英語科目を必修

として配し、基礎英語能力を身に付けさせ、第２～４学年次に専門基礎分野の中で配する専

門英語科目とあわせて、４年間を通じて必修の英語科目を配当することで、医療現場や調査

研究等において抵抗なく英語で対応できる高い英語コミュニケーション能力の素地を養う。

一方で、高学年時の専門科目の理解に必須な「化学」・「物理学」・「生物学」、「科学計算演習」

など、薬学専門科目への準備教育として必須の導入科目を第１学年次に配置する。 

 

② 専門基礎分野  

第２学年次には必修科目である「社会福祉学」「チーム医療概論」を通して医療専門職と

しての基本技能並びに幅広い視野と態度を身に付けさせる。第３学年次では本学看護学部

教員による「看護論」並びに本学リハビリテーション学部教員による「総合リハビリテーシ

ョン論」を必修科目として配置することにより、第２学年次で学んだ「チーム医療概論」の

内容をさらに深めることができる。また、少人数による「チュートリアル」を必修科目とす

ることで、自己問題発見・解決能力を身に付けることができる。さらに第４学年次には、必

修科目である「チーム医療論演習」の履修により、第２学年次より積み上げてきた一連のチ

ーム医療に関する講義科目の総まとめを行う。その一方で、第５学年次に実施される臨床現

場での実習に備えて第３～４学年次に「医療コミュニケーション」や「医療統計学」を配置

した。 

 

③ 専門分野 

専門分野は前項「薬学部医療薬学科の特色」で記載したヒトの体のしくみ、病気に対する

理解を深める臨床的医学知識の修得及び薬剤師としての高度な専門性の修得を目的とした

科目を配置した。本学の専門科目は、その内容に準じて「物理系薬学」「化学系薬学」「生物

系薬学」「衛生薬学」「薬理学」「病態薬物治療学」「薬剤薬物動態学」「臨床薬学」及び「病

院・薬局実習」「研究実習・演習」にカテゴライズされている。 

 

ア） 専門科目 

薬剤師としての高度な専門性を修得するための必須の専門科目として「物理化学」「有機

化学」「分析化学」「公衆衛生学」「感染症学」「衛生化学」「医薬品化学」「生物化学」「薬用

資源学」「天然薬物学」「毒性学」「免疫学」「放射化学」などの講義並びに実習科目を開講し、

薬剤師養成の基盤となる基礎薬学科目をその内容の深化に伴う形で第１～３学年次に配し

た。また、医療薬学科目として「薬理学」「薬物治療学」「感染症治療学」「化学療法学」「漢

方治療学」「薬物動態学」「薬剤学」「製剤学」「医薬品安全性学」及び関連する実習科目を基
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礎薬学科目の修得に合わせて連動する形で第２～４学年次に配した。さらに、薬剤師として

の実務能力を高めるための必修科目として、「医薬品情報学」「コミュニティーファーマシー」

「薬剤経済学」を長期実務実習前の第４学年次に配した。 

ヒトの体のしくみ、病気に対する理解を深める充実した臨床的医学知識を修得するため

の必修の専門科目として、「生理化学」「生理・解剖学実習」「病理学概論」「漢方医学入門」

「臨床診断学」をその内容に応じて早期の第１～４学年次までの間に継続的に配した。 

さらに高度な専門性を確実に身に付ける目的の必修科目として、「輸液栄養学」「臨床ゲノ

ム薬理学」「医療安全管理」「薬事関係法規・薬事制度」を第４学年次に配した。 

一方、学生の多様な進路を保証するために、多様な選択科目を第４学年次に用意し、これ

らの科目は各学生の意識や希望職種の変化にも対応して第６学年次にも受講できるように

した。 

 

イ） 病院・薬局実習 

第５学年次において病院２．５ヶ月、薬局２．５ヶ月の実務実習を行う。実習の事前には

豊富な実務経験を有する実務家教員が、臨床薬学研修センター（薬学実務実習教育施設）を

使い、医療現場で実習を行うに際して必要となる知識・技能・態度を教授する実務実習事前

学習を第３～４学年次に行う。実務実習事前学習には、兵庫県薬剤師会所属の現役薬剤師に

も参画してもらい、指導体制の充実を図る。 

この実務実習事前学習及び病院・薬局実習により、卒業後、直ちに医療に参画できる臨床

薬剤師としての素養を育成する。 

 

ウ） 研究実習、研究研修 

第４学年次後期及び第５学年次において病院・薬局実務実習がない学生を対象にその期

間に「研究実習」を行う。この「研究実習」は少人数の学生を対象にして薬学部教員の指導

の下、それぞれの研究課題に取り組ませ、基礎的な技能を含む専門知識、問題発見解決能力

及びチームとしての取り組み姿勢を修得させる。本科目の履修により研究的視野を持ち合

わせた薬剤師としての基礎的態度を育成する。 

第６学年次には、「研究研修」を第５学年次の「研究実習」を更に発展させた内容で行

なう。これらの研修の成果は、学内での合同発表会で報告するものとする。この発表会は

各自の経験・情報を共有化させるとともにコミュニケーション能力の向上にも寄与する。

これらの研究科目は、第５学年次までの集大成教育としてだけではなく、学生の職能支援

教育としても位置付けることができる。 
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エ） 演習科目 

演習科目としては、第４学年次に「基礎薬学演習」、第６学年次に「総合演習Ⅰ」及び「総

合演習Ⅱ」を配置している。「基礎薬学演習」は、第５学年次に行われる「病院・薬局実習」

を前に臨床現場での実習に最低限必要な基本的知識について再度講義を行い、それらにつ

いて修得できているかを確認するもので、第１～４学年次に学修した内容の修得度を総合

的に評価する演習である。さらに「総合演習Ⅰ」及び「総合演習Ⅱ」は、「病院・薬局実習」

を終了した段階で、第１～５学年次に学修した基礎及び臨床薬学的知識を総合的に網羅し

て再度講義を行い、薬学部を卒業し、将来、薬剤師として職責を果たすに十分な総合的知識

が修得出来ているかを確認するための演習である。 

 

（２） 教育課程の特色 

① 多様な臨床系科目による医療に関する幅広い知識の修得 

医学部、看護学部、リハビリテーション学部との連携により、医学部における人体解剖実

習見学の実施、看護学部・リハビリテーション学部教員による「看護論」「総合リハビリテ

ーション論」を配置し、さらに薬学部専任教員である臨床系医師による「薬物治療学」「臨

床診断学」や兵庫医科大学病院の医師である兼担教員による「救急・災害医療」等の臨床医

学系科目を配置するなど、医療関連科目を充実させ、学部・分野の枠にとらわれないボーダ

レスな教育環境のもとに学生の視野を広げ、医療に関する広範な知識を身に付けさせる。 

 

② 高いコミュニケーション能力を備え、こころが通う医療を実践し得る医療専門職とし

ての素養育成 

生命・医療倫理、医療コミュニケーション、ユニバーサルデザイン論、心理に関する科目

を学修することにより個の尊厳や患者とのコミュニケーション方法、人間の価値や多様性

について理解させる。 

また、「早期臨床体験実習」において医療現場の臨場感を早期に体感させることにより、

医療に対するモチベーションを高める。 

 

③ 学部合同科目によるチーム医療の一員としての素養と豊かな人間性の涵養 

本学の医学部、看護学部、リハビリテーション学部と薬学部の４学部混合による「医療概

論」「チーム医療概論」「チーム医療論演習」を必修科目とすることによって、他学部の学生

との交流を通じて他の医療専門職者への理解を深めるとともに、チーム医療の一翼を担う

薬剤師としての素養を培う（「医療概論」「チーム医療概論」は、医学部を除く３学部合同科

目）。 
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④ 科学者としての薬剤師の基礎となる「くすり」に関する専門知識と医療人としての薬

剤師に必要な実践的知識の修得 

有機化学、物理化学、生物化学、生理化学、薬理学、などの薬学における基礎知識を確実

に修得するとともに、薬剤・製剤や調剤に関連する科目など薬剤師として必要になる基礎的

な科目を十分に配置する。一方、医療人としての薬剤師に必要とされる知識の修得を目的に、

「医療安全管理」「医薬品情報学」「処方解析演習」「輸液栄養学」などの実践的科目も豊富

に配置している。 

 

⑤ 生きた臨床実務教育による質の高い臨床能力の育成 

卒業後ただちに医療に参画できる薬剤師を育成するため、９０分×１３２コマの事前学

習、２．５ヶ月の病院実務実習及び２．５ヶ月の薬局実務実習を実施する。 

実務実習事前学習では、学内の臨床薬学研修センターなどの薬学実務実習教育施設を利

用して、兵庫医科大学病院をはじめとする病院及び保険薬局の現役薬剤師である実習指導

者による指導により、患者の特性に適した調剤、製剤や、インシデント・アクシデント報告

の実例及びリスクマネジメント、病棟における服薬指導、かかりつけ薬局の機能と意義、在

宅医療への取り組みなど、高い専門知識を身に付けさせる。 

これらの現場のサポートにより、臨床に強く、患者の安全確保とクオリティ・オブ・ライ

フ向上に貢献する薬剤師として必要な能力を養成する。 

 

⑥ 薬学的健康維持・増進方法を理解し、地域の保健医療に貢献し得る資質の育成 

環境衛生に関する科目として「衛生化学」関連科目、「毒性学」、「感染症学」関連科目な

どを配し、環境と健康の関係について学修する。また、薬学的見地からの疾病の治療・予防

という身体的健康に加えて、社会面、精神面を含め、地域住民の薬や病気及び健康維持・増

進に関する相談に応えられる知識、能力を育成する「セルフメディケーション」「コミュニ

ティーファーマシー」などの科目も配置する。さらに、「東洋医学入門」「漢方治療学」やそ

の他の関連科目など、漢方に関する科目を充実させ、「未病」の概念など健康維持に資する

知識の修得を促す。 

 

Ⅴ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件  

（１） 教育方法 

個々の学生の自学自修の姿勢を養うために、能動的な講義の提供に取り組む。ＳＧＤ（Ｓ

ｍａｌｌ Ｇｒｏｕｐ Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ）やＴＢＬ（Ｔｅａｍ Ｂａｓｅｄ Ｌｅａ

ｒｎｉｎｇ）を導入して学生の主体性を引き出すだけでなく、講義におけるＡＶ設備やデモ
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実験の活用並びに講義とそれに対応する実習科目の並行実施により、有機的な知識の定着

に導く。実習は、学年を２グループに分けて２科目同時進行にしたり、テーマ別にローテー

ションで実施するなど、カリキュラム編成や実施形態を工夫することで教育目的に合った

学生の人数編成を実現する。１学年の定員が１５０名に設定されており、この定員数は座学

でのＳＧＤやＴＢＬの実施を可能にするものである。これらの講義の実施においては、携帯

型情報端末の活用で学生間の情報共有を円滑にするなどして、講義の実質化と学生の知識

の定着を促進する。 

また、現場の薬剤師に要求される職能とカリキュラム内の座学で提供される基礎的な知

識の関係性を効果的に意識させるため、個々の知識・技能が有機的に結び付く講義を実施す

る。例えば、物理化学や分析化学の講義では、講義で教えられる個々の数式が誘導された背

景を踏まえて、数式が意味する物理又は化学現象を生体内現象と対比させて感覚的に捕ら

える能力を修得できるようにする。また、有機化学の授業においても、講義内で扱われる反

応式と医薬品の物性や生体内反応との関わりを解説することで、薬剤・製剤学や生物化学の

講義内容の理解がより深まると考えられる。さらに、比較的早期に臨床系導入科目を実施し、

疾病の理解には、生理化学、生物化学などの基礎分野の知識が不可欠であることを学生に認

識させることで、学修を高めるよう工夫する。このような分野横断的講義は、講義の内容と

実施のタイミングの調整など、個々の教員が自身の専門科目に固執していては決して実施

できないことから、教員間でのシラバスの共有、講義のピアレビューなどを積極的に行う。  

組織的にも、これら教育に関する大方針の設定から実践の細部までを統括する組織とし

て「薬学教育センター」を立ち上げ、学部全体での教育方法の確立と方針の共有を実現する。

さらに、ネット環境の充実に伴い、補助教材としての動画配信やその他の教材の提供も積極

的に行い、学生の効率的かつ自主的な学修を支援する。 

 

（２） 履修指導方法 

学生の修学レベルの維持並びに学生の個性に合わせ教育を行なうためには、生活まで含

めた個々の学生の修学状況を把握する必要がある。この考えに基づき、本学部では、第１学

年次生には「アドバイザー制度」を、第２学年次以降の学生に対しては、「担任制」を導入

する。  

「アドバイザー制度」は、３～４人の学生に１人の教員が密着してサポートする制度であ

り、入学から間もない不安の多い第１学年次生に対して週１回のペースで面談することで

個々の学生の状況把握とモチベーションの維持を図る。 

「担任制」は、教授、准教授及び講師が担任として４０人程度のクラス毎に総合的な履修

指導を行なう。履修指導は前後期授業が終了した時点を目安に行なう。また、授業科目毎の
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フォローアップを行なうために、教員のオフィスアワーを設定する。 

また、第４学年次後期からは、研究実習を開始し、職位に合わせて教員１人に３～４人の

学生が研究テーマごとに配属され、卒業までの履修指導を、責任を持って担当する。これら

の履修指導システムにより、学生の個性やニーズを踏まえた６年制薬学教育をきめ細かく

行うことができる。 

ＣＡＰ制に関しては、年間での配当必修単位数が最も多い学年においても個々の履修科

目を十分深く学修することができる時間数を考慮して、ＣＡＰ数を原則として４７単位と

定める。 

 

（３） 卒業要件 

薬学部医療薬学科における卒業要件単位数を１９５．５単位以上とし、下記のとおり基礎

分野２９単位、専門基礎分野１４単位、専門分野１５２．５単位以上を修得することとする。 

 

区分 必修 選択 合計 

基礎分野  ２３ ６ ２９ 

専門基礎分野 １４ ０ １４ 

専門分野 １４７．５ ５ １５２．５ 

合計 １８４．５ １１ １９５．５ 

 

以上の内容は、大学設置基準第２４条、第２５条及び第３２条に規定する要件を満たすも

のである。 

 

（４） 履修モデル 

前掲の薬学部薬学科の養成する人材に沿った学生の志向別履修モデル（Ａ臨床薬剤師志

向、Ｂ薬剤師の職能を活かした製薬関連企業・研究職志向、Ｃ薬剤師の職能を活かした非製

薬企業・行政職志向）を、【資料４】に示す。 

【資料４ 履修モデル】 

 

Ⅵ 実習の具体的計画 

（１） 実習の目的 

実習は、将来、医療、保健、福祉等における社会的ニーズに貢献する薬剤師として活躍で

きる基本的な知識・技能・態度、そして問題解決能力の修得を目指すものである。薬局実習

では、薬局の社会的役割と責任を理解し、地域医療に参画できるようになるために、保険調
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剤、在宅業務、医薬品などの供給・管理、情報提供、健康相談、環境・公衆衛生の管理、医

療機関や地域との関わりを経験し、チーム医療について基本的な能力を修得することを目

的とし、病院実習では、病院薬剤師の業務と責任を理解し、チーム医療に参画できるように

なるために、調剤及び製剤、服薬指導などの薬剤師業務に関する基本的な能力を修得する。 

これらの実習を通じて、学生がディプロマ・ポリシー（ＤＰ）の「１．幅広い教養と豊か

な人間性を持ち、医療専門職者に必要な倫理観、使命感、責任感を有する。」、「２．チーム

医療の一員として、他の医療専門職者とコミュニケーションを取り、互いの立場を理解し尊

重しながら、薬剤師として貢献することができる。」、「３．十分なコミュニケーション能力

を有し、患者の病態のみならず心理的・社会的背景を理解したうえで薬物治療を実践するこ

とができる。」、「４．「医薬品・化学物質」と「生体・環境」及びその相互作用について正し

い知識を身につけ、さらにそれを応用する技能を有する。」、「５．西洋医学及び東洋医学に

基づく安全かつ有効な薬物療法を主体的に実施するために必要な薬学的管理を実践する能

力を有する。」、「６．地域の医療・保健・福祉に関する知識と、それを地域住民の健康増進、

公衆衛生の向上に結びつける能力を有する。」、「７．研究活動に取り組む意欲を有し、研究

課題を発見し解決する基本的能力を有する。」に到達することを支援する。 

なお、実習要綱を【資料５】に示す。 

【資料５ 病院・薬局実務実習のしおり】 

 

（２） 実習先の確保の状況 

 実習先は【資料６】のとおり、一般社団法人薬学教育協議会病院・薬局実務実習近畿地区

調整機構（以下、「近畿地区調整機構」という。）に、１５０名の受入れが可能になるよう依

頼している。 

 なお、現行の兵庫医療大学では、令和２年度に学生を受け入れるとした病院は１２３施設、

薬局は１２３施設という状況である。 

 学生の配属については、近畿地区調整機構の方針に従い、同一法人内の兵庫医科大学病院

を含めた病院と薬局で実習することとし、学内に設けた実務実習委員会で学生の通学経路

や通学時間及び実習可能時期と実習受入れ施設の状況などを考慮しつつ各地区薬剤師会・

病院薬剤師会と連携して決定する。 

 なお、令和４年度の実習施設については薬学実務実習開始の前年末頃に近畿地区調整機

構より通達があるため、実習施設一覧等の書類については現時点では添付していないが、参

考として令和２年度実習施設一覧を添付する（【資料７】参照）。 

【資料６ 調整を行う機関からの調整実施に係る承諾書】 

【資料７ 令和２年度実習施設一覧】 
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（３） 実習先との契約内容 

 実務実習にあたり、実習受入施設と「薬学部学生と薬局（または病院）実習に関する契約

書」を交わす。この契約に係る契約書は近畿地区調整機構が作成したものを使用するが、そ

の内容は、実習内容及び実習生、実習の実施方法、実習教育費、実習生の健康状態、実習生

への規則遵守の徹底、個人情報、秘密及びプライバシー（以下、「個人情報等」という。）の

保護、個人情報等の保護状況の報告及び調査、法人機密情報の保護、実習の中止、実習生の

疾病及び傷害、損害賠償、第三者損害賠償及びその他の事項であり、契約の締結を証すため

に、本契約書を２通作成し、実習受入施設及び本学学長双方の記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

 

（４） 実習水準の確保の方策 

実務実習は、多様な病院並びに薬局における実習であることから、個々の施設の特徴や能

力を十分に活かしつつ複数の施設が連携して薬学教育モデル・コアカリキュラムに従った

実習を行うため、近畿地区調整機構によってグループ化がなされており、このグループ単位

でグループ協議会が開催されている。このグループ協議会では、薬局と病院での指導内容の

分担や代表的疾患の取り扱いなどを協議し、この結果を踏まえて実習施設と大学が協議の

うえ実務実習実施計画書を作成し、これに基づく実習を実施することで、実習生が実習施設

によって体験できる症例や参加できる事例等に不公平が生じないように努め、実習の水準

を確保する。  

また、実務実習に関係する諸団体等との協力体制の確立を図り、その方針に基づいて必要

な対応を行うことで実務実習の質を確保する。実務実習は、薬局及び病院それぞれ１１週間

にわたる長期の実習であり、薬学臨床の基礎、処方せんに基づく調剤、薬物療法の実践に関

する能力ほか、医師や看護師等とのチーム医療への参画能力や地域の保健・医療・福祉への

参画能力の獲得、伸長が期待される貴重な実習である一方、医療現場に特有の事情・留意事

項等を学生に対して予め十分に理解させ、意識を植え付けることが求められる。そのため、

学内での臨床準備教育において実習の意義や目的のほか実習内容などの説明、さらに、医療

人として必須となる倫理観の涵養に努める。また、個々の施設の特徴や実習内容の説明は、

教員が実習施設の訪問時に説明するとともに、指導薬剤師と連携して学生を指導する協力・

支援体制を確立する。 

 

（５） 実習先との連携体制 

 実習施設と大学の連携は、近畿地区調整機構の定める「実務実習における実習施設と大学

の連携」に従う。 
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・大学側の実務実習実施体制の整備として、学内に実務実習委員会を設置し、それぞれの学

生について正副２名の指導担当教員を置く。 

・各府県で開催される近畿地区調整機構と薬剤師会、病院薬剤師会が主催する実務実習連絡

会に実務実習委員会に所属する教員が出席し、実習施設と大学との連携を図る。 

・各地区で開始されるグループ協議会や発表会などに担当地区の教員が参加し大学と実習

施設との連携を図る。 

・大学と実習施設との緊急連絡体制を整備するため、実習施設に正副担当教員の連絡先を記

載した学生プロフィールを実習開始に先立って送付する。また、薬局実務実習及び病院実

務実習の科目責任者及び副責任者が専用の携帯電話を常時所持しており、この緊急連絡

先を大学で作成している「病院・薬局実務実習のしおり」に記載し、学生と実習施設に配

布している。 

 

（６） 実習前の準備状況 

 実習に参加する上で必要な事前検査について、実務実習開始前に学生全員に対して血液

検査、生化学検査、尿検査、抗体検査、Ｘ線撮影などを含めた健康診断と必要な予防注射を

実施する。こうした健康診断や予防注射を受けない学生は、原則として実務実習には参加さ

せない。 

実務実習に関連して学生自身が傷害を受ける可能性に加え、学生が加害者になることも

あり得ることから、実務実習に参加する学生全員を対象として、傷害保険及び損害賠償責任

保険に加入する。 

実習中に知り得た守秘、すなわち患者情報や施設の機密情報（患者情報だけでなく病院・

薬局職員のプライバシーについても）を外部に漏らすことは厳禁（メールやＳＮＳ等のやり

取りも厳禁）であること、通学中を含めて実習施設内で守秘義務がある内容についての私語

は禁止であること、実習期間中はもちろん、実習終了後においても、この義務を負うこと、

守秘義務違反が発覚した場合は、実務実習の単位を与えないなど厳しい判断を下す場合が

あることを「実習のしおり」に記載するとともに、『「病院・薬局などにおける実習等の誠実

な履行並びに個人情報及び病院・薬局などの法人機密情報の保護」に関する説明文書』を用

いて学生に説明し、これに関する誓約書を提出させる。実習受入施設から施設固有の誓約書

の提出を求められた場合は、これに対応する。 

 

（７） 事前・事後における指導計画 

 学生への事前指導は、第４学年次までに学内において臨床準備教育を行い、学生は実習の

意義や医療施設での実習に必要とされる基本的な能力を修得する。各期の実習開始直前に
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は、該当する学生を集めて実習に参加するにあたっての注意事項等を再度指導したのち、実

務実習で必要とされる調剤手技等に関する実習を実施している。また、実習開始に先立ち、

教員が学生ともに実習施設を訪問し、実習の概要や注意点などについて指導薬剤師と意見

交換する。 

 実習終了時には、学生に実習を通じて学んだことのうち、学生自らが興味を持った内容に

ついて最終報告書としてまとめさせ、これを学内の実務実習発表会において発表する機会

を設けている。この最終報告書の作成と発表会を通じて、臨床現場における問題発見能力及

び問題解決能力とプレゼンテーション能力の醸成を図っている。 

 

（８） 教員及び助手の配置並びに巡回指導計画 

実務実習は、中心となって担当する臨床薬学分野の教員（実務家教員）６名を含めた全教

員（助手を含める）が実務実習の指導にあたることとし、４期に分けて行う実務実習の受入

施設を訪問して巡回指導する。 

教員は１名当たり３施設程度を担当して訪問指導することとし、すべての施設で教員が

訪問指導できる体制を確立する。また、実務実習を円滑に進めるための学内調整機関として

実務実習委員会を設けて、近畿地区調整機構を介した学生の実習施設の割り振りや教員の

担当及び教員間の連携を図る。 

実習期間中の問題対応には、日報・週報・コメントのチェックだけでなく、教員が定期的

に実習施設を巡回し、学生からの問題点への対応や実習施設の指導薬剤師から実習の進捗

状況を聴取する。また、Ｗｅｂ版の実務実習指導・管理システムを利用して、学生と教員の

連絡体制を密にする。 

 

（９） 実習施設における指導者の配置計画 

 実習施設は、近畿地区調整機構による調整の結果決定されるが、この調整に先立ち、近畿

地区調整機構によってグループ化された、各グループのグループ協議会等において、薬局と

病院における実習内容の調整や指導薬剤師の配置数や受入学生数が調整されている。また、

近畿地区調整機構では、認定実務実習指導薬剤師の認定要件である講習会及び指導薬剤師

養成のためのワークショップを年間５回開催しており、指導薬剤師の確保に努めているこ

とから、実習施設における実習指導者は必要数配置されている。また、各府県において認定

実務実習指導薬剤師の更新講習も開講され、カリキュラムの改訂などへの対策も取られて

いることから、薬剤師としての高い識見及び十分な実務経験を有し、実習指導に当たって必

要な能力を有している指導薬剤師が実習指導にあたる体制が構築されている。 
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（１０） 成績評価体制及び単位認定方法 

薬局実習及び病院実習の評価は、近畿地区調整機構で定める実習終了時評価票の指導薬

剤師の評価を参考にして、正担当教員が本学の定める病院・薬局実務実習総括評価票を作成

し、実務実習支援室に提出する。正担当教員による病院・薬局実務実習総括評価票の作成に

あたっては、指導薬剤師の評価が本学の定める病院・薬局実務実習の評価基準（【資料８】

参照）に照らし合わせて妥当かどうかを確認する。なお、この評価基準は薬学実務実習に関

する連絡会議が作成した薬学実務実習の評価の観点について（例示）の評価基準に沿ったも

のであり、薬学教育モデル・コアカリキュラム（平成２５年度改訂版）のＦ薬学臨床に示さ

れる到達目標への到達を確認できるものである（【資料９】参照）。また、学生が作成する日

誌や週報、実習レポート、最終報告書及び処方解析課題で構成される成果物の評価は、大学

の定める評価基準に照らし合わせて評価する。評価項目及び割合は、実習態度（１５％）、

実習内容の修得度（４０％）、成果物などの評価（４０％）、実習試験（５％）とし、正担当

教員が作成した病院・薬局実務実習総括評価票及び実習試験の結果をもとに科目責任者が

その妥当性を判断する。その後、実務実習委員会での確認を経て、最終的にこれらの結果を

薬学部教授会に付議し、教授会において単位認定を審議する。 

【資料８ 病院・薬局実務実習の評価基準】 

【資料９ 薬学実務実習の評価の観点について（例示）】 

 

Ⅶ 取得可能な資格 

薬剤師国家試験受験資格 

 

Ⅷ 入学者選抜の概要 

 現行の兵庫医療大学薬学部においては以下のとおり入学者の選抜を行っている。統合後

の兵庫医科大学薬学部においても、同様の選抜方法で適正な実施を行う。 

 

（１） 入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

 設置する薬学部医療薬学科では、薬と生体についての「専門的な知識」、薬を正しく取り

扱うことのできる「正確な技術」、及び他者との「コミュニケーション能力」を身につけた

人を育成し、多様な専門職者からなる医療チームの中で、身につけた知識、技術、コミュニ

ケーション能力を活かして活躍し、人の健康と幸福のために尽力し、社会の発展に貢献する

意欲を持った薬のプロフェッショナルを育成している。 

これを踏まえ、以下の目標とする「将来の自分像」を持ち、「必要な素養と能力」を有し

ている人材を求める。 
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＜将来の自分像＞ 

１．薬剤師として病院や薬局などでチーム医療や地域医療に貢献する。 

２．医薬品の研究・開発や販売を通して企業などで広く医療に貢献する。 

３．薬学研究者・教育者として研究機関や大学などで活躍する。 

４．薬事・衛生行政に関わり、国や地方自治体で活躍する。 

 

＜必要な素養と能力＞ 

【知識・技能】 

・薬学を学ぶための高等学校卒業レベルの基礎的な学力がある。 

【思考力・判断力・表現力】 

・根拠に基づいて論理的に考え、判断し、行動できる素養がある。 

・自分の考えを人に分かりやすく伝えることができる。 

【主体性・多様性・協働性】 

・目的意識を持って自ら学び続けることができる。 

・相手の話をよく聞いて理解し、柔軟に対応しようとする姿勢がある。 

 

このような学生を適正に選抜するために多様な選抜方式を実施し、高等学校までに修得

すべき基本的な「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」は学

力試験などで判断する。 

 

（２） 入学者選抜の実施方法 

① 総合型選抜 

実施時期：一次試験－９月下旬、二次試験―１０月中旬 

募集人員：６人 

選抜方法：一次試験では、高等学校での学修を発展させた内容についての講義を行い、その

内容に関する試験を行うことで、高等学校までに培った基礎学力に加え、新しいことを学

ぶために必要な理解力・思考力・判断力・応用力などを評価し、一次試験通過者を選抜す

る。 

二次試験では、一次試験通過者にのみ実習・演習及び面接を実施する。実習・演習では、

知識・技能・基礎学力・コミュニケーション能力などを評価するとともに、状況に合わせ

て主体的・協働的に行動する力や課題遂行能力を評価する。面接では、自ら作成した学修・

活動計画書の説明などを通じて、判断力・説明力・表現力などを評価する。   
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さらに、本学で学び、医療専門職者として社会に貢献する意志を有していることなどを確

認する。 

なお、令和４年度入試においては設置認可時期の関係により総合型選抜は実施しない。 

 

② 学校推薦型選抜  

 以下の指定校推薦と公募制推薦を実施する。 

 

ア 指定校推薦 

実施時期：１１月中旬 

募集人員：１５人 

選抜方法：人としての倫理観や協調性に富み、将来、薬剤師として医療現場で活躍するとい

う夢を持つ者として、本学が指定する高等学校の学校長から推薦を受け、適性検査及び調

査書等で選抜する。 

なお、令和４年度入試においては設置認可時期の関係により学校推薦型選抜指定校推

薦制は実施しない。 

 

イ 公募制推薦（専願公募制前期・専願公募制後期・Ｓ日程・Ａ日程・Ｂ日程） 

実施時期：１１月中旬～１２月中旬 

募集人員：５４人 

選抜方法：出身高等学校長の推薦を受けた者を、適性検査及び調査書等により選抜する。 

適性検査については、日程ごとに以下の科目における合計得点で判定する。 

１度の受験で２度の判定が受けられる「複数判定制度」を設ける。※専願制前期のみ 

＜適性検査科目＞ 

日程 科目 

専願公募制前期日程 
①外国語 

②化学基礎・化学 

専願公募制後期日程 ①化学基礎・化学 

公募制Ｓ日程 
①外国語 

②化学基礎・化学 

公募制Ａ日程 
①化学基礎・化学 

②数学Ⅰ・数学Ａ 

公募制Ｂ日程 ①化学基礎・化学 
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③ 一般選抜（前期Ａ日程・前期Ｂ日程・中期日程・後期日程） 

実施時期：前期Ａ・前期Ｂ－２月上旬、中期－２月中旬、後期－３月上旬 

募集人員：６６人 

選抜方法：試験については、日程ごとに以下の科目における合計得点で判定する。 

＜試験科目＞ 

日程 科目 

前期Ａ日程 

①外国語 

②数学Ⅰ・数学Ａ 

③化学基礎・化学 

前期Ｂ日程 
①外国語 

②化学基礎・化学 

中期日程 
①化学基礎・化学 

②数学Ⅰ・数学Ａ 

後期日程 
①外国語 

②化学基礎・化学 

 

配点は以下のパターンにて、１度の受験で最大３度の判定が受けられる「複数判定制度」

を設ける。 

※前期Ａ日程・前期Ｂ日程のみ 

名称 内容 備考 

スタンダード型 各科目の配点を均一に１００点満点とする方式  

特定科目重視型 
スタンダード型の受験者に対し、特定科目の配点を３

倍とする方式 
 

共通テスト活用

型 

学力試験の点数に、大学入学共通テストの高得点２科

目の点数を加えた合計で判定する方式 

※前期Ｂ日

程のみ 

 

④ 大学入学共通テスト利用入学試験（学力重視型前期日程・学力重視型後期日程・面接併

用型） 

実施時期：学力重視型前期日程－２月上旬、学力重視型後期日程－３月中旬、 

面接併用型－３月上旬 

募集人員：９人 

選抜方法：学力重視型は、以下の科目における合計得点で判定する。（各教科１００点満点、

合計３００点、後期日程は２００点） 

- 設置の趣旨 ― 26 -



 

面接併用型は以下の指定６教科のうち、高得点２科目を用いた２００点満点で一次試

験通過者を判定する。一次試験通過者に対しては個別面接を実施し、１００点満点で評価

する。合否判定は一次試験の得点（２００点満点）と二次試験の得点（１００点満点）の

合計３００点満点で行う。 

＜利用科目＞ 

日程 利用科目 

学力重視型前期日程 

①化学 

②生物、物理から１科目選択 

③英語（リーディング、リスニング） 

学力重視型後期日程 
①化学 

②生物、物理から１科目選択 

面接併用型 

①英語（リーディング、リスニング） 

②数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学Ａから１科目選択 

③理科基礎（化学基礎、生物基礎、物理基礎から２科目選択）

④化学 

⑤生物 

⑥物理 

 

（３） 入学者選抜の判定方法 

 入学者の受入にあたっては、学力の３要素を念頭に、入学前に学習しておくことが期待さ

れる内容や、どのような能力を身に付けたかを判定するために以下を基本として、入学者選

抜方法と求める学習成果の関係を受験生に公表する。 

 

① 総合型選抜 

ア 知識・技能： 

講義や実習・演習等を用いた適性検査及び調査書で確認する。適性検査では、知識・技能・

基礎学力にもとづき新しいことを学ぶ力、知識・技能・基礎学力にもとづき正しく行動す

る力を評価する。 

イ 思考力・判断力・表現力： 

講義や実習・演習等を用いた適性検査及び面接で確認する。適性検査では、思考力・理解

力・判断力・課題遂行能力・集団での行動力などを評価する。面接では、自ら立てた計画

や目標の説明を通じて、表現力・判断力・説明力などを評価する。 

ウ 主体性・多様性・協働性： 
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講義や実習・演習等を用いた適性検査、面接及び学習・活動計画書で確認する。適性検査

では、主体性・集団行動に必要な協働性などを評価する。面接では、多様性への理解や、

本学で学び、薬剤師として社会に貢献する意志を有していることなどを確認する。学習・

活動計画書では、主体的に取り組む姿勢を評価する。 

 

② 学校推薦型選抜 

適性検査・調査書による選抜方式 

ア 知識・技能： 

適性検査で確認する。 

イ 思考力・判断力・表現力： 

適性検査の一部に、出題教科・科目の出題範囲に基づく知識を応用し、考えることで解答

を導き出すことが可能な問題を出題して判断する。 

ウ 主体性・多様性・協働性： 

本学で学び、医療専門職者になりたいという意志をしっかりと持ち、主体的に高等学校で

の学習に取り組んだことを調査書並びに高等学校から発行される推薦書にて確認する。 

また、高等学校での他者との協働活動への参加状況等についても確認する。 

 

③ 一般選抜 

ⅰ 学力を重視した選抜方式 

ア 知識・技能： 

全ての一般選抜において、知識面を重視し、本学独自の入試問題もしくは大学入学共通テ

ストの結果を活用して評価している。 

イ 思考力・判断力・表現力： 

入学試験問題の一部に、出題教科・科目の出題範囲に基づく知識を応用し、考えることで

解答を導き出すことが可能な問題を含めて出題して評価する。 

ウ 主体性・多様性・協働性： 

本学で学びたいという意欲を持ち、主体的に出願して頂くことを期待している。 

 

ⅱ 学力検査に面接等を加えた複合的な選抜方式 

ア 知識・技能： 

一般選抜における学力検査、もしくは大学入学共通テストなどで確認する。 

イ 思考力・判断力・表現力： 

一般選抜における学力検査、大学入学共通テストにて問われている思考力・判断力にて評
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価する。また、面接等では質問や課題をどのように判断し、考え、他者に自分の言葉でど

のように表現するかを評価する。 

ウ 主体性・多様性・協働性： 

本学で学びたいという意欲、医療専門職者にふさわしい態度・振る舞いを評価する。 

 

（４） 選抜体制 

① 入学者選抜に係る組織 

入学試験に関する方針や選考方法などの審議は、教職員で構成する神戸キャンパス入試

センター（仮称）で行う。入学条件の設定や入学試験問題の選定などは、学部長を中心に、

現行の兵庫医療大学に現在所属し、統合後の兵庫医科大学薬学部に異動予定の教員を中心

に行う。 

 

② 入学試験の実施と入学者の決定 

入学試験実務は、神戸キャンパス入試センター（仮称）及び神戸キャンパス事務部が学長

の指示を受けて担当する。すべての日程において、入試統括本部、入試実施本部を神戸キャ

ンパスに設置して運営する。入学試験の成績判定は、入試判定会議で選考し、教授会の意見

を聴いて学長が決定する。 

 

（５） 科目等履修生等の受け入れ 

 科目等履修生等については、既設の学部・学科において受け入れ人数等は特に定めず、教

育に支障のない範囲で受け入れを認める。 

 

Ⅸ 教員組織の編成の考え方及び特色  

（１） 教員 

平成１９年の現行の兵庫医療大学薬学部開設時は、４年制薬学教育から６年制薬学教育

への転換が図られた時期であり、社会ニーズにマッチした高度医療専門職者としての薬剤

師を輩出するために医療系薬学教育を効果的に行える教員を十分に確保する必要があっ

た。そのために、本学では、基礎系薬学及び衛生薬学を担当する教員１６名に対して、医

療系薬学担当教員１１名及び臨床薬剤学担当（実務家）教員６名を配置した。中でも、医

学博士の学位を有し医学教育研究に携わった者が、医療系薬学担当教員だけでなく基礎系

薬学担当教員にもおり、合計１１名在籍していた。さらに、その中には現役の臨床医とし

て活動する者が４名在籍していた。このような教員構成は他大学薬学部では見られなかっ

たものであり、本学のチーム医療を重視した臨床薬学教育の発展に寄与してきた。その後
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教員の出入りがあり、現在は薬学部の専任教員数は、令和２年５月１日現在、教授２０

名、准教授７名、講師７名、助教１２名、助手１名、合計４７名であり、医師免許を有す

る教員は５名である。今後もこの特色を活かし、医療薬学教育を推進するための教員編成

を行う。ただしチーム医療の中で薬剤師が専門性を発揮していくためには、他の医療専門

職が持たない物理や化学の知識に基づいた薬剤に対する深い理解は不可欠である。基礎系

薬学と医療系薬学のバランスの取れた教員編成を行うため、令和元年１２月に薬学部にお

ける教員組織の編成方針が下記のように定められた。 

１．兵庫医療大学における教員組織の編成方針を原則とし、兵庫医療大学が求める教員像

の要件を満たす教員をもって編成する。 

２．兵庫医療大学薬学部の理念・目的・目標及び３つのポリシー（卒業認定・学位授与の

方針・教育課程編成・実施の方針・入学者受入れの方針）に基づく教育・研究活動を

適切に実施するための教員組織を編成する。 

３．薬学部の卒業認定・学位授与の方針を満たす学生を育成するために、高い倫理性、十

分な学識・研究能力と学生指導能力をもつ者を教員とする。 

４．６年制薬学教育に求められる専門性に基づき、諸分野のバランスを考慮した教員組織

を編成する。 

５．多職種連携教育を推進するために、共通教育センター、看護学部、リハビリテーショ

ン学部及び兵庫医科大学と連携できる教員組織を編成する。 

６．より専門的な知識の教授、及び教育内容の多様性を確保するために、適宜、非常勤講

師、兼担教員など必要な人材を教員組織に加える。 

７．全学的なＦＤに加えて、薬学部独自のＦＤ活動を組織的かつ継続的に実施し、教員の

資質向上を図る。 

上記の編成方針に従い、統合後の兵庫医科大学薬学部においても適切な教員編成に努め

ていく。 

（２） 教員組織 

現行の兵庫医療大学では創立時から講座制ではなく、科目毎に教員を配置する科目分野

制を敷いてきた。科目分野制とは、個々の薬学教育科目に対して教授、准教授及び講師を独

立して配置するシステムである。このシステムを採用した理由は、６年制薬学教育において

薬剤師を養成するために必要な教育項目が増加し、広範囲な講義・実習・演習科目を効果的

に教育するためには、各々の科目に適した教員を設定するには旧来の講座制よりも適して
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いると考えられたからである。このシステムにより、柔軟な教員の採用・昇進が可能となり、

学生のニーズに応じた教員編成ができたと考えている。結果として、専門分野の必修科目の

科目責任者をほとんどすべて薬学部の専任教員（教授、准教授、講師）で担当することがで

きている。 

一方、講座制をとらなかったことにより、若手教員の育成がスムーズにいかなくなる恐れ

があった。そこで助教・助手の教員は教育・研究分野を同じくする教授をメンターとし、将

来独立した教育者・研究者として自立できるよう、教授から教育・研究の両面にわたって指

導を受けるシステムを作った。これにより、若手教員の育成は順調に進んでいる。 

また、教員同士が円滑に協力しサポートし合うように、教員組織を専門性に基づいて分野

分けした。創設時は基礎薬学分野（化学系）、基礎薬学分野（生物系）、衛生薬学分野、医療

薬学分野、臨床薬剤学分野、未来医療薬学分野の６分野に編制した。しかし、この分野分け

は主に研究の志向性に基づいた分類ではあったが、教育・研究面の専門性とは一致しない部

分が多かった。そこで本学の研究対象とする中心的な学問分野に従い、教員組織を物理系薬

学分野、化学系薬学分野、生物系薬学分野、衛生薬学分野、薬理学分野、薬剤・薬物動態学

分野、病態・薬物治療学分野、臨床薬学の８分野に再編した。それぞれの分野に代表を置き、

共同研究を活性化するとともに、実習や薬剤師国家試験対策などの学生教育をさらにきめ

細やかに行う体制を整えた。これらの教員編成により個々の教員の教育力・研究力を最大限

に発揮できる体制が整えられたと考えている。 

２大学統合後もこの教員組織を維持し、適切な教育を実施する。 

なお、完成年度（令和９年度）の年度末に在任を予定する教員の年齢構成は下記の通り

であり、教育研究水準の維持と継続的な活性化において支障はない。 

６０歳代：１３名 ５０歳代：１５名 ４０歳代：１２名 ３０歳代：１名 

 

現行の兵庫医療大学の教員の定年は「職員の定年に関する規程」（【資料１０】参照）第

２条により、下記のように定められている。 

 

“教授、臨床教授、教育教授、准教授及び講師の定年は、満６５才に達した日とし、助教

及び助手の定年は、満６３才に達した日とする。” 

 

また客員教授を委嘱できる年齢は「兵庫医療大学客員教授の委嘱に関する規程」（【資料

１１】参照）第２条２により、下記のように定められている。 

 

“客員教授を委嘱できる年齢は、原則として満７０歳までとする。”	
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完成年度末に在任予定の教員のうち、４名が客員教授として定年年齢を超えて教育研究

に従事する予定である。	

統合後の兵庫医科大学薬学部においても、教員組織の継続性を確保するため教員編成方

針に従って教員補充を順次行う。	

【資料１０ 職員の定年に関する規程】	

【資料１１ 兵庫医療大学客員教授の委嘱に関する規程】 

 

（３） 実務家教員 

医療における多様な薬剤師業務について教授できる経験豊かな実務家教員６名が現在専

任教員として教育に当たっている。その内２名は兵庫医科大学病院薬剤部から採用されて

おり、兵庫医科大学病院薬剤部との緊密な連携により臨床薬学教育プログラムを実施して

いる。 

 

Ⅹ 施設、設備等の整備計画 

（１） 校地、運動場の整備計画 

 薬学部、看護学部、リハビリテーション学部並びに大学院薬学研究科、看護学研究科、医

療科学研究科を設置している神戸キャンパスは、神戸市中央区港島（ポートアイランド）に

位置している。キャンパス全体の校地等の総面積は４９，１３８．２５㎡で、神戸の中心地

からのアクセスが良好なポートアイランドには本学以外にも大学があり、研究・教育活動等

で連携する文教ゾーンである。 

また、本法人本部、医学部及び兵庫医科大学病院のある西宮キャンパスからは、車で約３

０分、公共交通機関で約６０分の距離にあり、教育、研究、課外活動等あらゆる面での協力

体制、相互交流を充実させることができる。 

附属施設（薬用植物園）を除く敷地面積は、収容定員上の換算で学生１人当たり約３０㎡

と大学設置基準に定められた１０㎡の約３倍の面積を有しており、屋外の芝生広場等、敷地

内における学生の憩うスペースも十分確保されている。 

また、レストラン、Ｍ棟・Ｇ棟ラウンジの開放により、屋内における学生の居留スペース

にも十分な配慮を行っている。 

運動スペースについては、体育館（Ｇ棟アリーナ）があり、体育の授業やクラブ・サーク

ル活動として利用する。 

また、敷地内にミニグランド、テニスコートなどを備えている。 
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（２） 校舎等施設の整備計画 

① 全体計画 

 神戸キャンパスは、主たる校舎として４棟の建物を有し、その大部分を校舎等のスペース

に充当している。 

Ｐｏｒｔ Ｗｉｎｇ（Ｐ棟）には、事務室、レストラン・売店・書店等の厚生施設、オク

タホール（講堂）、図書館、ラーニングスクエア、グループ学習室等を配置。 

Ｍｔ．Ｗｉｎｇ（Ｍ棟）には、講義室、各種実習室、教員研究室、臨床薬学研修センター、

カンファレンスルーム等教育施設を配置。 

Ｇａｒｄｅｎ Ｗｉｎｇ（Ｇ棟）には、動物実験センター、ＲＩ実験センター等の特殊実

験室、先端医薬研究センター、共同機器室、薬学部研究室、リハビリテーションラボ等を配

置。 

Ｇａｒｄｅｎ Ｗｉｎｇ Ａｒｅｎａ（Ｇ棟アリーナ）には、アリーナ、多目的ホール、

スタジオ、アトリエ工作室等を配置。 

施設配置の考え方は、医療関係３学部を併設する教育・研究上の強みを活かし、ボーダレ

スな教育を志向することにともない、学部固有のスペースを極力排し、学生、教員とも学部

間の交流が容易に図り得る施設配備を行っている。 

いずれの学部も講義に加えて演習・実習による講義形態の科目の比重が大きく、講義室と

ともにこれら演習・実習に対応した各種実習室を整備する。学部横断的な学科目も多数配し

ていることもあり講義室は３学部の共同利用とし、また、学部間で跨る教育研究の促進のた

めの共同機器室・実験室の設置など、効率性にも繋がる施設配備を行っている。 

また、各棟には、学生教職員が、憩い、コミュニケーションを図る場としてのラウンジス

ペースを隋所に確保し、特にＭ棟及びＧ棟４階の教員研究室スペース周辺には、学生指導、

教員間のコミュニケーションの確保のためのスペースを十分に確保し、開かれた環境を重

視している。 

 

② 薬学部施設整備計画 

薬学教育・研究に必要な施設として、各種実験・実習室を整備している。Ｇ棟２階には、

主として基礎及び医療薬学系科目に対応した基礎・応用実習室（全９室）を配置し、これら

実習室には、それぞれ約９０人対応の大型実験台をはじめドラフトチャンバー、クリーンベ

ンチ、ＡＶ装置等を備え、各科目実習を２クラス編成で実施する教育体制に必要十分な施設

を確保している。またＭ棟１・２階には、６年制薬学教育には必須の実務実習事前教育の教

育施設として、臨床薬学研修センターを設置し、２９７㎡の同施設内には模擬薬局、服薬指

導、薬品情報（ＤＩ）、無菌製剤、薬品試験等の各実習室を整備し、これらを多面的技能評
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価のステーションとして活用し、４年生を対象に「薬学共用試験」ＯＳＣＥ（Ｏｂｊｅｃｔ

ｉｖｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ）を実施し

ている。なお、「薬学共用試験」ＣＢＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－ｂａｓｅｄ－Ｔｅｓｔｉｎｇ）

はＭ棟１階の情報処理演習室で実施している。Ｇ棟１階には動物実験センター、ＲＩ実験セ

ンター、先端医薬研究センター、ＮＭＲ等の特殊実験機器を有する共同機器室を設置し、高

度な教育研究に対応している。 

また、大学設置基準に薬学部の附属施設として規定される薬用植物園については本校地

内に設置し、規模としては５５６㎡の面積を確保し、同園内には温室も整備している。キャ

ンパス全体イメージとの調和を図りながら、主として生薬学や天然物化学・薬用資源学の教

育用材料として利用可能な歴史的薬用植物や、日本薬局方にも収載される生薬の基原植物

や医薬品の原料としての薬用植物など、約７０種類の植物を植栽している。 

今後も、必要に応じて施設設備の更新を行っていく。 

 

（３） 図書等の資料及び図書館の整備計画 

現行の兵庫医療大学の図書館は、現在、兵庫医科大学及び兵庫医療大学の２大学が共用す

る図書館としてすでに運用している。 

図書館はＰ棟３階に位置し、面積は２，７９５．２４㎡、閲覧席は４０８席（学生収容定

員数１，６６４名に対し２４．５％）を有しており、学生・教員の教育研究の場として十分

な座席数を確保している。 

館内には、グループ学習室２０室、ラーニングコモンズとして「ラーニングスクエア」も

設置しており、アクティブラーニングなど多様化する「学び」を支える場を提供している。 

収容可能冊数は約８８，０００冊で、現在、和書約２８，０００冊、外国書約６，０００

冊、学術雑誌約４８０種（電子ジャーナル除く）、視聴覚資料約１，７００点を所蔵してい

る。教育研究・自学自習に必要な最新図書の収集は、シラバス掲載の教科書・参考書の購入

及び図書館委員会を中核とした選書により行われ、各学部の専門分野及び必要性を考慮し

て整備している。 

兵庫医科大学に薬学部、看護学部、リハビリテーション学部、薬学研究科、看護学研究科、

医療科学研究科の設置を計画するにあたり、現行の兵庫医療大学の上記資料及び兵庫医療

大学として契約していた電子リソース（電子ジャーナル・データベース・電子書籍）につい

ても、引き続き契約し、神戸キャンパス、西宮キャンパスの両キャンパスで活用することと

する。電子リソースは、ＳＳＬ－ＶＰＮを利用して学外からのアクセスも可能としている

（【資料１２】参照）。さらに、医中誌Ｗｅｂ、ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ等のデータベースの検索

結果から、電子ジャーナルや電子ブック・ＯＰＡＣ・ＣｉＮｉｉ Ｂｏｏｋｓ・ＣｉＮｉｉ 
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Ａｒｔｉｃｌｅｓ・Ｗｅｂサーチエンジン等、利用者が求める最適な資料へと購読状況など

の状況判断をしながらナビゲーションするリンクナビゲーションシステム「ＥｘＬｉｂｒ

ｉｓ ＳＦＸ」も導入しており、学生・教員の利便性を高めている。 

また、国立情報学研究所目録所在情報サービス「ＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴ／ＩＬＬ」に参加

しており、「ＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴ」により形成されている総合目録データベースのデータ

を利用することで、本学の蔵書目録データベースを構築し、蔵書検索を可能にしている。さ

らに、「ＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬ」により、全国のＩＬＬサービス参加大学機関図書館間での

相互貸借サービス（文献複写・現物貸借）を可能としている。 

他大学の図書館等との協力については、日本図書館協会、私立大学図書館協会、日本看護

図書館協会、大学図書館コンソーシアム連合（ＪＵＳＴＩＣＥ）、オープンアクセスリポジ

トリ推進協会に加盟し、情報交換や実務研修、相互利用等で連携を図っている。 

【資料１２ 電子リソースリスト】 

 

ⅩⅠ 管理運営 

  統合後の兵庫医科大学の教学面の管理運営は、大学の代表で包括的責任者である学長

の下に、学長が必要に応じて置く職務毎の副学長（５名以内）及び各学部の学部長（大学院

研究科長を兼務）を置く体制とする。 

学長が教育研究事項に係る決定を行うに当たり意見を聴く目的で学部教授会及び研究科

教授会並びに大学運営会議を置き、大学の意思決定がより効果的に行えるガバナンス体制

とする。 

大学運営会議は、大学全体の重要事項を審議するとともに学部間・研究科間の調整等の役

割を果たし、教授会の運営等については、教授会規程で規定された学長との事前協議を通し

て学長・学部長間の意見調整が図られる。 

  

（１）学部教授会 

 学則第１５条第１項に基づき各学部に設置する学部教授会は、次の者をもって構成し、学

部長が議長となり、原則として月１回定例開催するほか、必要があるときは随時開くことが

できる。 

 

医学部教授会： 

学部長、専任の病院長（ささやま医療センター病院長を含む。）及び専任の教授 

薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部教授会： 

学部長、専任の教授、准教授及び講師 
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 学部教授会は同条第３項に基づき、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当た

り意見を述べるものとする。 

 １ 学生の入学、進級、卒業及び課程の修了に関する事項 

 ２ 学位の授与に関する事項 

 ３ 学生の身分に関する事項 

 ４ 教育課程の編成に関する事項 

 ５ 教員の教育研究業績等の審査に関する事項 

 ６ 教員の人事に関する事項 

 ７ 教員の研究活動に関する事項 

 ８ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

 ９ その他学長が学部教授会の意見を聴くことが必要と定めた事項 

  

 同条第５項に基づき、その他、学長及び学部長の求めに応じ、次の事項を審議し意見を述

べることができる。 

 １ 教育課程の編成以外の学生教育に関する事項 

 ２ 学生の厚生補導に関する事項 

 ３ 教育研究費予算に関する事項 

 ４ 大学の重要な施設の設置並びに運営に関する事項 

 

（２）大学運営会議 

 学則第１６条に基づき、大学の重要事項を審議する会議体として大学運営会議を置き、学

長、副学長及び学部長をもって構成する。役割は兵庫医科大学運営会議規程第２条に規定す

る事項を審議し、学長が当該事項の決定を行うに当たり意見を述べることとする。 

同会議は学長が議長となり、原則として月１回定例開催するほか、臨時に開催が必要な場

合は、学長が召集することができる。 

 １ 将来計画に関する事項 

 ２ 教育研究活動に係る基本方針及び計画に関する事項 

 ３ 入試に関する基本方針に関する事項 

 ４ 学則その他重要な規程等の制定及び改廃に関する事項 

 ５ 教育研究予算に関する事項 

 ６ 内部質保証に関する事項 

 ７ 教員その他重要な人事に関する事項 

 ８ 学部間、研究科間の調整に関する事項 
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 ９ その他学長が必要と認める重要事項 

 

（３）各種センター、委員会等 

現行の兵庫医療大学では、平成１９年度の開学以来、チーム医療を支える人材の養成のた

めに、３学部の密なる連携によるボーダレスな教育体制の下、融合的・連携教育プログラム

を提供するとの方針で、大学全体に関わる主要事項を審議する委員会等（学生委員会、教育

委員会、研究委員会、入試センター運営会議、広報委員会、内部質保証委員会など）は、各

学部からの選出委員で構成する全学委員会として設置し、更に学部独自での審議は各教授

会の下に関連する委員会を設置してきた。一方、兵庫医科大学は医学部単科のため、殆どの

委員会等を教授会の下に設置しているが、大学統合後は、両大学の現状を踏まえながら、委

員会の目的に応じて、全学、キャンパス毎又は学部独自での委員会の設置を整備する。 

その中で、多職種連携教育の更なる推進、附属病院での臨床実習管理統括等を目的とした

「臨床統教育統括センター」、学部教育の充実、改善に特化した「薬学教育センター」の設

置などの組織再編を図る。 

 

ⅩⅡ 自己点検・評価 

（１） 目的 

本学では、兵庫医科大学学則第３条第１項に、本学はその教育研究水準の向上を図り、大

学の目的を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価

を行い、その結果を公表すると規定し、大学院学則第４条にも同様に規定している。また、

学則第３条第２項には、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令に規

定する期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けることとし、その結果

を公表すると規定している。 

 

（２） 実施体制等 

現行の兵庫医科大学では、学長を議長とする「兵庫医科大学内部質保証会議」が次に掲げ

る事項を審議し、各学部・研究科、委員会等に対して、同会議が示す方針及び年度毎の課題

についての自己点検・評価の実施を指示し、その結果について報告を受ける。その結果は年

次報告書の作成等に活用するとともに、自己点検・評価の実施方法、評価項目の活用等を見

直し、必要に応じて改善方策を策定の上、各学部等へ助言・改善に努めている（【資料１３】

【資料１４】参照）。  

 

（審議事項） 

① 自己点検・評価及び内部質保証の実施体制に関する事項 

② 自己点検・評価の基本方針及び自己点検・評価項目の策定に関する事項 
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③ 本学の使命や各種方針・ポリシーの点検・策定に関する事項 

④ センター及び委員会等の自己点検・評価の総括に関する事項 

⑤ 自己点検・評価年次報告書の作成及び改善方法の策定に関する事項 

⑥ 学校教育法に定められた認証評価などの外部評価に関する事項 

⑦ 自己点検・評価及び内部質保証に必要な事項に関する資料収集、調査研究及び啓蒙活

動に関する事項 

⑧ その他自己点検・評価及び内部質保証に関する事項 

 

 現行の兵庫医療大学では、内部質保証担当副学長を委員長とする「内部質保証に関する委

員会」において、学部長、研究科長、委員長等を責任者とする各部局内の内部質保証委員会

等が認証評価（第３サイクル）の基準及び自己点検・評価項目を基本として、該当項目につ

いて実施する自己点検・評価結果の報告を受け、全体の内部質保証委員会において、助言・

改善等のフィードバックを行っている。これらの報告等は担当副学長から学長に報告され

る（【資料１５】参照）。 

  

（点検評価の基準）①理念・目的、②内部質保証、③教育研究組織、④教育課程・学習成果、

⑤学生の受け入れ、⑥教員・教員組織、⑦学生支援、⑧教育研究等環境、⑨社会連携・

社会貢献、⑩大学運営・財務 

  

 統合後の兵庫医科大学においては、上記の内部質保証会議及び各学部、研究科、委員会等

による自己点検・評価について、兵庫医療大学で実施していた点検評価項目を加味した上、

全学内部質保証システムを再整備する。また、兵庫医科大学内部質保証会議が取りまとめた

報告に対して、第三者（教職員、学生、同窓会会員、学外評価者等）の視点による客観評価

を行う「兵庫医科大学内部質保証評価会議」は継続して設置し、統合後の組織に対応するよ

う改正のうえ、内部質保証の質の維持及び向上を図る。 

 また、各学部、研究科単位で実施する自己点検・評価については、それぞれの分野での外

部評価を踏まえた独自の点検項目も加えることとする。 

【資料１３ 兵庫医科大学内部質保証会議規程】 

【資料１４ 兵庫医科大学内部質保証評価会議に関する内規】 

【資料１５ 兵庫医療大学の内部質保証に関する規程】 

 

（３） 認証評価及び公表 

 最新の大学認証評価については、兵庫医科大学は平成２９年度（第２期）に、兵庫医療大

学は令和元年（第３期）に公益財団法人大学基準協会による認証評価を受審し、ともに同協

会が定める大学基準に適合しているとの認定を受けている。統合後は、兵庫医科大学での受

審サイクルにより認証評価に対応する予定となる。 

また、各学部・学科のそれぞれの分野における教育評価機構等の外部機関により実施され

る分野別認定の結果も併せて、現状どおり大学ホームページ上に公表する。 
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ⅩⅢ 情報の公表 

現行の兵庫医療大学の薬学部では、大学ホームページを活用して、情報を公表してきた。

建学の精神をはじめ、理念、教育目的、カリキュラム、シラバス、学則、専任教員のプロフ

ィール・研究テーマ・研究業績、認証評価報告書、大学の基本的な情報、学生数、教職員数、

入試情報、就職及び財務に関する情報などを公表している。 

さらに、学校教育法施行規則第１７２条の２に基づく情報についても、大学ホームページ

に「情報の公表」のページを設け、公表している（【資料１６】参照）。 

統合後の兵庫医科大学薬学部においても、同様の情報を適正に公表していく。 

【資料１６ 「学校教育法施行規則第１７２条の２」等に規定する教育情報の公表について】 

 

ⅩⅣ 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

現行の兵庫医療大学では、授業内容及び方法の改善を図るための組織的なＦＤ及びＳＤ

研修等について、主に次のような取組みを行っており、統合後は、兵庫医科大学として全学

的な実施体制（仮称：ＦＤ・ＳＤ統括本部）を整備し、両大学が既に実施している研修等各

種取組の充実・改善を図り、更なる教職員の資質向上を目指す。 

 

（１） 組織的な研修等の実施体制（ＦＤ・ＳＤ） 

教育内容等の改善を図るための組織として、学部等の教育体制の支援を目的とする「教育

支援室」にＦＤ・ＳＤ部門を設置し、学内で開催されるＦＤ・ＳＤ研修等の情報を収集・管

理し、新たな研修企画等に役立てている。 

具体的には、同部門が毎年度、全教員（事務職の管理監督職を含む。）を対象に開催す

る「全学ＦＤ・ＳＤワークショップ」の企画・実施をはじめ、各学部・研究科が独自で企

画・開催する研修、管理運営に係るＳＤ研修等について、年間実施計画、実施内容（実施

日、テーマ、参加者等）の提出を求め、それらの情報を把握したうえ、関係会議等への報

告している（【資料１７】【資料１８】参照）。 

また、各学部等が個々に開催する学外講師を招聘しての研修会、事務部門が実施する管理

運営に必要な知識・能力の向上ためのＳＤ研修なども、テーマに応じて学内Ｗｅｂ上に公開

し、より多くの教職員が参加できる状況にある。また、法人部門、兵庫医科大学及び附属病

院が主催する医学・医療、管理運営に関わるＦＤ・ＳＤ研修についても、部門、学部等を超

えて共有すべきテーマでは法人内Ｗｅｂ上に公開されることで各キャンパスからの教職員

も参加できる。 

事務職員に関しては、全員が法人事務局に所属しており、新人研修、階層的研修の他、個々

のスキルアップ、業務知識の向上を図るため、学内外での各種研修、講演会等への参加を研
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修・自己啓発活動状況として個人データベースに記録する制度も構築しており、対象イベン

トの開催は学内周知され、研修の機会を提供している。 

【資料１７ 兵庫医療大学教育支援室規程及び同部門内規】 

【資料１８ ２０１９年度ＦＤ・ＳＤ研修会等実施一覧】 

 

（２） 研修以外での教育力向上の取組 

① 授業評価 

 現行の兵庫医療大学では、学生の授業への取組や理解度の確認と同時に、学生から見て授

業が適切に実施されていた等を評価し、その結果を教員が授業改善に役立てるとともに本

学の教育の質向上に資するため、前期末及び後期末に「授業評価アンケート」を実施してい

る。評価結果は学部長にフィードバックされ、評価の低い科目責任者に対しては、改善報告

書の提出、個別面談、ピアレビュー、面談等による改善確認の順で個別に措置が講じられる。 

一方で、評価の高い授業科目については、「レクチャー・オブ・ザ・イヤー」として表彰す

る制度も設けている。 

 

② 教員活動評価 

 教員が自身の教育研究活動状況を自己点検・評価することにより、教育研究活動の改善・

向上に取り組み、大学の教育研究の質保証に資する目的で、「教育活動評価制度」を設けて

いる。実施方法としては、毎年度、すべての専任教員を対象に「教育」、「研究」、「社会貢献」

の３領域での各評価項目について年度初めに活動計画書の提出、年度末に当該計画に係る

実施報告書の提出を求め、それに対し所属長が助言・改善等のフィードバックを行う形で、

教員の教育研究活動の支援及び活性化の促進を図る。 

 

ⅩⅤ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

（１） 教育課程内の取り組み 

薬剤師国家資格の取得が、すなわち薬剤師としての職業的自立を意味するものではなく、

社会的に職業人として認知され、かつ専門性を発揮できる「人間力」が同時に求められる。

本学のカリキュラム特徴として、４学部合同講義を中心としたチーム医療科目の充実があ

り（教育課程の特色③を参照）、これらの科目の中で医療人としての薬剤師という、基本的

な職業人としての意識付けが行われる。また、人間の価値や多様性について理解を深める

「医療倫理」「医療コミュニケーション」「ユニバーサルデザイン論」などの講義（教育課程

の特色②を参照）や社会面、精神面を含めて患者の薬や病気に関する相談に応えられる知識、

能力を育成する「セルフメディケーション」「コミュニティーファーマシー」などの科目も
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バランスよく配置されており（教育課程の特色⑥を参照）、専門性と人間性を同時に養い社

会的・職業的自立を達成できるカリキュラムを提供する。 

 

（２） 教育課程外の取り組み 

 全学部学生に対する取組として、主に低学年次生を対象としたキャリア形成支援の「コミ

ュ力アップ講座」、「登録販売者試験受験ガイダンス」、「仕事研究セミナー」、中・高学年次

生を対象とした就職支援の「公務員試験対策講座」、「小論文の書き方講座」、「ランチタイム

ミニセミナー（履歴書／小論文の書き方・模擬面接）」、「グループディスカッション講座」、

「就活スタートアップ講座」を開講し、就職に至るまでのプログラムを順次提供している。 

 どのプログラムも一方的な説明だけに終始せず、双方向的に意見交換しながら、学生同士、

学生と教職員のコミュニケーション機会を多くの場面で設けている。また、学生には就職関

係で悩むことがあれば、随時個別相談を受け付け、早期のうちに不安を解消する体制を整備

している。 

 薬学部は、昼休みの時間を利用したランチタイムミニセミナー「企業・病院の選び方、イ

ンターンシップ活用法」で各分野を研究し、「就職・実務実習説明会」「就職ガイダンス・企

業説明会」を経て、就職活動に向けた本格的な準備を促す。 

 

（３） 適切な体制の整備について 

学生のキャリアデザインを支援し、社会に有為な人材を送り出すことを目的に、キャリア

デザインセンターを設置している。 

 キャリアデザインセンターでは、教職員の委員で構成したキャリアデザイン委員会を定

期的に開催し、３学部４学科個別の事情を考慮しながら、各学部学科、学年に対して適切な

時期に最適なキャリア形成、就職支援プログラムを提供している。 

キャリアデザインセンターが目指しているのは、低学年次から継続的かつ段階的にキャ

リア形成支援を行い、高学年次の就職サポートへスムーズに移行し、学生自身が満足のいく

就職活動を経て就職することにある。そして、卒業後も自らのキャリアを主体的に設計・選

択できる能力を培うことができるよう各プログラムの充実に向けて取り組んでいる。 

統合後の兵庫医科大学においても、上記の体制を継続し学生へのきめ細やかなキャリア

支援を行っていく。 
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ⅩⅥ 薬学に関する学部を設置する場合の追加説明 

（１） 実務の経験を有する教員の配置に関する考え方や計画 

医療における多様な薬剤師業務について教授できる経験豊かな実務家教員６名を専

任教員として配置している。その内２名は兵庫医科大学病院薬剤部から採用されており、

教員配置計画においても兵庫医科大学病院薬剤部との緊密な連携のもとにある。 

また実務家教員組織の継続性を確保する計画の一環として、上記の他、教員（助教）

１名が令和５年度末で実務家教員の要件を満たすよう兵庫医科大学病院薬剤部におい

て薬剤師としての実務業務に関する研鑽を積んでいる。 

 

（２） 長期実務実習の実施について 

① （実習計画）の概要 

実務実習の目標は、実習は、将来、医療、保健、福祉等における社会的ニーズに貢献する

薬剤師として活躍できる基本的な知識・技能・態度、そして問題解決能力の修得を目指すも

2019年度 キャリアデザインセンター⽀援プログラム実績

プログラム 開催⽇ 対象学部 対象学年
学校法⼈兵庫医科⼤学連携病院の会「合同病院
説明会」 2019.4.20 全学部 全学年

仕事研究セミナー 2019.4.20 薬学部 全学年
就活スタートアップ講座 2019.4.20 看護学部 第3学年次
助産師ガイダンス 2019.4.25 看護学部 全学年
登録販売者試験受験ガイダンス 2019.5.16 主に薬学部 全学年
仕事研究セミナー 2019.6.27 看護学部 全学年
社会⼈スキルガイダンス（マナー対策講座） 2019.7.26 看護学部 第3学年次
ランチタイムミニセミナー（企業・病院の選び⽅/イン
ターンシップ活⽤法） 2019.8.21/22 薬学部 第4,5学年次

社会⼈スキルガイダンス（就活直前対策講座） 2019.8.28 リハビリテーション学部 第4学年次

仕事研究セミナー 2019.8.31 リハビリテーション学部
理学療法学科 全学年

仕事研究セミナー 2019.10.31 リハビリテーション学部
作業療法学科 全学年

就職・実務実習説明会 2019.12.17 薬学部 第4学年次
社会⼈スキルガイダンス（マナー対策講座） 2019.12.18 リハビリテーション学部 第3学年次
兵庫医科⼤学病院就職説明会 2019.12.18 リハビリテーション学部 第3学年次
兵庫医科⼤学病院・ささやま医療センター説明会 2019.12.18 リハビリテーション学部 第3学年次
社会⼈スキルガイダンス（就活直前対策講座） 2020.2.25 看護学部 第3学年次
兵庫医科⼤学病院・兵庫医科⼤学ささやま医療セ
ンター説明会 2020.2.26 看護学部 第3学年次

病院薬剤師に関する講演 2020.2.5 薬学部 第4学年次
就活準備ガイダンス 2020.2.5 薬学部 第5学年次
就職ガイダンス・（企業説明会） 2020.3.2 薬学部 第5学年次
保健師ガイダンス 2020.3.6 看護学部 全学年
公務員試験対策講座 2020.3.6 全学部 全学年
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のである。 

実習単位と実習内容は、薬局・病院での実習それぞれ１０単位ずつとし、ＣＢＴ及びＯＳ

ＣＥにおいて一定水準以上に達した学生を対象に、第５学年次において薬局と病院それぞ

れ１１週間実施する方針である。実習内容は、薬学教育モデル・コアカリキュラムを基準に、

薬学実務実習に関するガイドライン（平成２７年２月１０日薬学実務実習に関する連絡会

議）に従い、臨床準備教育で学んできた知識・技能・態度を基に臨床現場で「基本的な資質」

の修得を目指し実践的な臨床対応能力を身に付ける参加・体験型学修とする。 

実習施設と時期及び学生の配属は、近畿地区調整機構の方針に従い、兵庫医科大学病院を

含めた病院と薬局で実習することとし、その順序は薬局、病院の順とする。ただし、ふるさ

と実習を行う学生については、当該地区の調整機構の方針に従う。実習時期は、１年を４期

に分けて、Ⅰ期薬局及びⅡ期病院、Ⅱ期薬局及びⅢ期病院、Ⅲ期薬局及びⅣ期病院のいずれ

かとする（【資料１９】参照）。学生の配属は、近畿地区調整機構の方針に従い、学内に設け

た実務実習委員会で学生の通学経路や通学時間及び実習可能時期と実習受入施設の状況な

どを考慮して決定し、学生及び実習施設に連絡する。 

実習期間中の問題対応には、教員が定期的に実習施設を巡回し、学生からの問題点への対

応や実習施設の指導薬剤師から実習の進捗状況を聴取する。また、Ｗｅｂ版の実務実習指

導・管理システムを利用して、学生と教員の連絡体制を密にする。実習期間中に発生した緊

急問題には、薬局実務実習、病院実務実習の科目責任者が対応することで学生の保護と実習

施設での問題の解決を図る。さらに、実務実習が円滑に進行するようグループ協議会を設け

て教員と実習施設の指導薬剤師との意見交換を行う。 

学生への事前指導は、第４学年次までに学内において臨床準備教育を行い、実習の意義や

医療施設での実習に必要とされる基本的な能力を修得する。各期の実習開始直前には、該当

する学生を集めて実習に参加するにあたっての注意事項等を再度指導したのち、実務実習

で必要とされる調剤手技等に関する実習を実施している。また、実習開始に先立ち、教員が

学生ともに実習施設を訪問し、実習の概要や注意点などについて指導薬剤師と意見交換す

る。 

実習に参加する上で必要な事前検査について、実務実習開始前に学生全員に対して血液

検査、生化学検査、尿検査、抗体検査、Ｘ線撮影などを含めた健康診断と必要な予防注射を

実施する。こうした健康診断や予防注射を受けない学生は、原則として実務実習には参加さ

せない。 

実務実習に関連して学生自身が傷害を受ける可能性に加え、学生が加害者になることも

あり得ることから、実務実習に参加する学生全員を対象として、傷害保険及び損害賠償責任

保険に加入する。 
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認定実務実習指導薬剤師については、財団法人日本薬剤師研修センターがその要件を示

しており、病院における薬剤師についても日本病院薬剤師会が実習指導薬剤師の要件を示

していることから、施設及び指導薬剤師の質は担保されているものと考えられる。 

【資料１９ 実務実習の年次別スケジュール表】 

 

② 実習指導体制と方法 

実務実習は、多様な病院並びに薬局における実習であるところから、個々の施設の特徴や

能力を十分に活かしつつ複数の施設が連携して薬学教育モデル・コアカリキュラムに従っ

た実習を行うため、近畿地区調整機構によってグループ化がなされており、このグループ単

位でグループ協議会が開催されている。このグループ協議会では、薬局と病院での指導内容

の分担や代表的疾患の取り扱いなどを協議し、この結果を踏まえて実習施設と大学が協議

して実務実習実施計画書を作成する。この実務実習実施計画書に基づく実習を実施するこ

とで、実習生が実習施設によって体験できる症例や参加できる事例等に不公平が生じない

ように努め、実習の水準を確保している。また、実務実習に関係する諸団体等との協力体制

の確立を図り、その方針に基づいて必要な対応を行うことで実務実習の質を確保する。 

実務実習は、薬局及び病院それぞれ１１週間にわたる長期の実習であり、薬学臨床の基礎、

処方せんに基づく調剤、薬物療法の実践に関する能力ほか、医師や看護師等とのチーム医療

への参画能力や地域の保健・医療・福祉への参画能力の獲得、伸長が期待される貴重な実習

である一方、医療現場に特有の事情・留意事項等を学生に対して予め十分に理解させ、意識

を植え付けることが求められる。そのため、学内での臨床準備教育において実習の意義や目

的のほか実習内容などの説明、さらに、医療人として必須となる倫理観の涵養に努める。ま

た、個々の施設の特徴や実習内容の説明は、教員が実習施設の訪問時に説明するとともに、

指導薬剤師と連携して学生を指導する協力・支援体制を確立する。 

実務実習は、中心となって担当する臨床薬剤学の教員（実務家教員）６名を含めた全教員

（助手を含める）が実務実習の指導にあたることとし、４期に分けて行う実務実習の受入施

設を訪問して巡回指導する。教員は１名当たり３施設程度を担当して訪問指導することと

し、すべての施設で教員が訪問指導できる体制を確立する。また、実務実習を円滑に進める

ための学内調整機関として実務実習委員会を設けて、近畿地区調整機構を介した学生の実

習施設の割り振りや教員の担当及び教員間の連携を図る。 

実務実習担当教員は、実習期間中に近畿地区実務実習調整機構の調整結果に基づいた受

入施設との事前相談によるスケジュールに基づき、原則として３回の訪問指導にあたる。ま

ず、実習開始前に訪問し、施設の特徴の把握や実習環境をチェックするほか必要な手続き等

を行う。また、指導薬剤師と面談して、実習方針や方法、実習中の相互の連絡方法などを確
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認し、実習が円滑に進行できるよう協力体制を確立する。日報・週報・コメントのチェック

だけでなく、実習期間中と実習終了時期に受入施設を訪問し、学生並びに受入施設の指導者

と面談して担当施設における実習の進捗状況をチェックし、Ｗｅｂ版の実務実習指導・管理

システムなどを活用して学生フィードバックを行うとともに、実務実習教員訪問指導報告

書を作成する。この実務実習教員訪問指導報告書には、訪問日時、施設名、訪問の時期、実

習施設の環境、学生の様子、実習学生との面談・指導記録、実習の進捗状況、トラブルの有

無、実習施設から実習生・大学への要望、その他を記載し、これを学内の実務実習支援室で

保管・管理する。 

薬局及び病院実習中、学生に処方解析課題を課している。この課題は１週間に２件以上の

処方解析をすることを義務付けたもので、大学の定める冊子の様式に従い学生が主体的に

実施するものであり、この課題への取り組みを通じて、薬物療法に関する深い理解を醸成す

るとともに、将来、薬剤師として薬物療法を主体的に実践する能力の涵養に努めている。実

習終了時には、学生に実習を通じて学んだことのうち、学生自らが興味を持った内容につい

て最終報告書としてまとめさせ、これを学内の実務実習発表会において発表する機会を設

けている。この最終報告書の作成と発表会を通じて、臨床現場における問題発見能力及び問

題解決能力とプレゼンテーション能力の醸成を図っている。 

 

③ 施設との連携体制と方法 

 実習施設と大学の連携は、近畿地区調整機構の定める「実務実習における実習施設と大学

の連携」に従う。 

・大学側の実務実習実施体制の整備として、学内に実務実習委員会を設置し、それぞれの学

生について正副２名の指導担当教員を置く。 

・各府県で開催される近畿地区調整機構と薬剤師会、病院薬剤師会が主催する実務実習連絡

会に実務実習委員会に所属する教員が出席し、実習施設と大学との連携を図る。 

・各地区で開始されるグループ協議会や発表会などに担当地区の教員が参加し大学と実習

施設との連携を図る。 

・大学と実習施設との緊急連絡体制を整備するため、実習施設に正副担当教員の連絡先を記

載した学生プロフィールを実習開始に先立って送付する。また、薬局実務実習及び病院実

務実習の科目責任者及び副責任者が専用の携帯電話を常時所持しており、この緊急連絡

先を大学で作成している「病院・薬局実務実習のしおり」に記載し、学生と実習施設に配

布している。 

・各施設での指導者の配置状況は、実習開始前の訪問指導において確認する。 

・実務実習の指導担当教員は、実務実習を円滑に実施し、また学修効果を上げることを目的
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として、実習施設を訪問し、指導薬剤師との面談や情報の共有化、学生への指導、学修成

果の評価等を行う。訪問指導は原則として実習開始前、実習中、実習終了時の３回とし、

指導薬剤師及び学生との相談のうえ決定するものとする。 

 

④ 単位認定等評価方法 

 薬局実習及び病院実習の評価は、近畿地区調整機構で定める実習終了時評価票の指導薬

剤師の評価を参考にして、正担当教員が本学の定める病院・薬局実務実習総括評価票を作成

し、実務実習支援室に提出する。正担当教員による病院・薬局実務実習総括評価票の作成に

あたっては、指導薬剤師の評価が本学の定める病院・薬局実務実習の評価基準（【資料８】

参照）に照らし合わせて妥当かどうかを確認する。なお、この評価基準は薬学実務実習に関

する連絡会議が作成した薬学実務実習の評価の観点について（例示）の評価基準に沿ったも

のであり、薬学教育モデル・コアカリキュラム（平成２５年改訂版）のＦ薬学臨床に示され

る到達目標への到達を確認できるものである（【資料９】参照）。また、学生が作成する日誌

や週報、実習レポート、最終報告書及び処方解析課題で構成される成果物の評価は、大学の

定める評価基準に照らし合わせて評価する。評価項目及び割合は、実習態度（１５％）、実

習内容の修得度（４０％）、成果物などの評価（４０％）、実習試験（５％）とし、正担当教

員が作成した病院・薬局実務実習総括評価票及び実習試験の結果をもとに科目責任者がそ

の妥当性を判断する。その後、実務実習委員会での確認を経て、最終的にこれらの結果を薬

学部教授会に付議し、教授会において単位認定を審議する。 

【資料８ 病院・薬局実務実習の評価基準】 

【資料９ 薬学実務実習の評価の観点について（例示）】 

 

（３） 教育課程と指定規則等との対比表 

薬学部の教育課程は、前述の通りによる「薬学教育モデル・コアカリキュラム（平成２５

年度改訂版）」（薬学系人材養成の在り方に関する検討会）及び「薬学実務実習に関するガイ

ドライン（平成２７年度版）」（薬学実務実習に関する連絡会議）で定められている教育内容

を包括している（【資料２】参照）。 

【資料２ 教育課程と指定規則等との対比表】 

 

ⅩⅦ 転入学する学生への措置について 

（１）学生、保護者、入学志願者、卒業者等への周知について 

 法人内の２大学を統合するため、令和４年度に兵庫医科大学（医学部）及び兵庫医科大学

大学院（医学研究科）に３学部（薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部）及び３研
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究科（薬学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科）を設置し、現行の兵庫医療大学（薬

学部、看護学部及びリハビリテーション学部）及び兵庫医療大学大学院（薬学研究科、看護

学研究科及び医療科学研究科）を廃止する。 

廃止する兵庫医療大学及び同大学院に在籍する学生については、兵庫医科大学に設置す

る学部学科及び同大学院研究科へそれぞれ転入学させる計画であり、学生、保護者、卒業生、

入学志願者等に周知、説明している。 

学生に対しては、令和元年１２月２０日開催の大学統合に関する説明会において、学長が

直接２大学の統合計画の経緯、概要等を説明のうえ、統合後も教育研究活動は基本的にはこ

れまで通りの形で行う旨を併せて説明をした。また、同月内に保護者・学部生宛及び大学院

生宛に、それぞれ、「兵庫医科大学と兵庫医療大学の統合について（お知らせ）」の説明文書

を郵送した。更に、令和２年８月下旬からは、学内Ｗｅｂ上に学長のメッセージ動画を掲載

し、周知を図った。 

保護者に対しては、上記の説明文書送付の他、令和２年１月２５日開催の３学部保護者会

役員会において、学長が直接説明を行い、質疑応答の場とした。 

卒業生に対しては、令和元年１２月に同窓会役員宛及び同窓会員（全卒業生）宛に統合計

画の概要に係る説明文書を送付した。 

また、対外的には、令和２年１月１０日付のニュースリリースに合せて、ホームページ及

び学内インフォメーションボードに統合の経緯、概要を常時掲載し周知を図っている。 

兵庫医療大学の入学志願者に対しては、大学案内、資料送付用の保護者宛のリーフレット、

高校訪問時の進路指導担当者宛のリーフレットに大学統合の情報を記載し、入学予定者に

は大学統合計画の概要の資料を配付して広く周知している。今後とも学生、保護者、入学志

願者、卒業生等に対して、各々が関係する行事等において、又はホームページ上等で必要情

報を順次、発信していく。 

 

（２） 転入学に伴う教育方法等の担保 

 設置する薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部を開設する令和４年度に、現行

の兵庫医療大学から転入学する学生に対しては、教育の質を担保するため、兵庫医療大学で

の入学年度の教育課程、履修、進級及び卒業に関する事項を継続して適用する。 

この対応に当たっては、兵庫医科大学学則の附則に「２０２２年度に兵庫医療大学から、

本学の薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部に転入学した学生については、第７章 

教育課程、第１０章 進級及び卒業、第１１章 入学検定料、入学金及び授業料等を別に定

め適用する。」と明示している。具体的には、同学則第７章では第２３条別表１の授業科目

及び単位数、第１０章では第４７条別表２の卒業要件、第１１章では第４８条別表３の授業
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料、実験実習費及び施設設備費、並びにその他の取扱いについて、「大学統合に伴う兵庫医

療大学からの転入学生に関する規程（案）」を制定のうえ、転入学生に不利益とならないよ

う現在適用されている内容と同一とする措置を講ずる。 

また、兵庫医療大学において留年等で学年進行が遅れていたり、下位の学年での未修得科

目があるような旧カリキュラム適用の学生へは、入学年度別新旧履修科目一覧を作成し、新

旧授業科目の読み替えを含め、教育方法等を継続していく。 

 その他、設置後も校地・校舎等の施設設備、教員等も同一性を保持するため、修学のため

の履修指導、健康管理、ハラスメント対策及び障がい学生への支援、就職活動支援、課外活

動支援、危機管理等、これまで兵庫医療大学が提供してきた学生生活支援サービスは継続し

て実施する。 

以上のとおり、転入学する学生への教育条件の維持及び学生支援等については、万全を期

することとする。 
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【資料１】
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A

1
GIO

1. A(1) 1

2. A(1) 2

3. A(1) 3

4. A(1) 4

5. A(1) 5

6. A(1) 6

7. A(1) 7

1. A(1) 1

2. A(1) 2

3. A(1) 3

4. A(1) 4

5. A(1) 5

6. A(1) 6

7. A(1) 7

8. A(1) 8

1. A(1) 1

2. WHO A(1) 2

3. A(1) 3

4. A(1) 4

5. A(1) 5

6. A(1) 6

7. A(1) 7

1. A(1) 1

2. A(1) 2

3. A(1) 3

4. A(1) 4

2
GIO

1. A(2) 1

2. A(2) 2

3. A(2) 3
4. A(2) 4

教育課程と指定規則等との対比表 【資料２】
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1. A(2) 1

2. A(2) 2

3. A(2) 3

1. A(2) 1
2. A(2) 2
3. A(2) 3
4. A(2) 4

1. A(2) 1

2. A(2) 2

3. A(2) 3

3
GIO

1. A(3) 1

2. A(3) 2

3. A(3) 3

4. A(3) 4

5. A(3) 5

6. A(3) 6

7. A(3) 7

8. A(3) 8

9. A(3) 9

1. A(3) 1

2. A(3) 2

4
GIO

1. A(4)1

2. A(4)2
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3. A(4)3

4. A(4)4

5. A(4)5

5
GIO

1. A(5) 1

2. A(5) 2
3. A(5) 3
4. A(5) 4
5. A(5) 5

1. A(5) 1
2. A(5) 2

1. A(5) 1

2. A(5) 2

1. A(5) 1
2. A(5) 2
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B

GIO

1
GIO

1. B(1)1

2. B(1)2
3. B(1)3
4. B(1)4
5. B(1)5

2
GIO

1. B(2) 1
2. B(2) 2
3. B(2) 3
4. B(2) 4
5. B(2) 5
6. B(2) 6

7. B(2) 7

8. B(2) 8

1. B(2) 1

2. B(2) 2
3. B(2) 3
4. B(2) 4
5. B(2) 5
6. B(2) 6
7. B(2) 7

8. B(2) 8
9. B(2) 9

10. B(2) 10

11. B(2) 11

1. B(2) 1
2. B(2) 2
3. B(2) 3

3
GIO

1. B(3) 1

2. B(3) 2

3. B(3) 3

4. B(3) 4

5. B(3) 5

6. B(3) 6

7. B(3) 7

1. B(3) 1

2. B(3) 2

3. B(3) 3
4. B(3) 4

4
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GIO

1. B(4) 1

2. B(4) 2

3. B(4) 3
4. B(4) 4
5. B(4) 5
6. B(4) 6

1. B(4) 1

2. B(4) 2

3. B(4) 3

4. B(4) 4

5. B(4) 5
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C

C1 
GIO

1
GIO

1. C1(1) 1

2. C1(1) 2

3. C1(1) 3

1. C1(1) 1
2. C1(1) 2
3. C1(1) 3
4. C1(1) 4
5. C1(1) 5
6. C1(1) 6
7. C1(1) 7

1. C1(1) 1

2. C1(1) 2

3. C1(1) 3

4. C1(1) 4

5. C1(1) 5

6. C1(1) 6

1. C1(1) 1

2. C1(1) 2

3. C1(1) 3

4. C1(1) 4

5. C1(1) 5

2
GIO

1. C1(2) 1
2. C1(2) 2
3. C1(2) 3

1. C1(2) 1
2. C1(2) 2
3. C1(2) 3
4. C1(2) 4
5. C1(2) 5
6. C1(2) 6
7. C1(2) 7

1. C1(2) 1
2. C1(2) 2
3. C1(2) 3
4. C1(2) 4
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5. C1(2) 5

1. C1(2) 1
2. C1(2) 2
3. C1(2) 3
4. C1(2) 4

1. C1(2) 1

2. C1(2) 2

3. C1(2) 3

1. C1(2) 1

2. C1(2) 2

3. C1(2) 3

4. C1(2) 4

1. C1(2) 1
2. C1(2) 2

3
GIO

1. C1(3) 1

2. C1(3) 2

3. C1(3) 3
4. ( ) C1(3) 4
5. C1(3) 5

6. C1(3) 6

7. C1(3) 7

C2 
GIO

1
GIO

1. C2(1) 1
2. C2(1) 2

3. C2(1) 3

2
GIO

1. C2(2) 1

2. pH C2(2) 2

3. pH C2(2) 3

4. C2(2) 4

1. C2(2) 1

2. C2(2) 2
3. C2(2) 3
4. C2(2) 4

3
GIO

1. C2(3) 1

2. C2(3) 2
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1. C2(3) 1

2. C2(3) 2

3. C2(3) 3
4. C2(3) 4

5. C2(3) 5

6. C2(3) 6
7. C2(3) 7

4
GIO

1. C2(4) 1

2. C2(4) 2

3. IR C2(4) 3
4. ICP ICP C2(4) 4
5. C2(4) 5
6. C2(4) 6

NMR
1. NMR C2(4) 1

1. C2(4) 1

1. C2(4) 1

2. C2(4) 2

1. C2(4) 1
2. C2(4) 2

5
GIO

1. C2(5) 1
2. C2(5) 2
3. C2(5) 3
4. C2(5) 4
5. C2(5) 5

1. C2(5) 1

6
GIO

1. C2(6) 1
2. C2(6) 2

1. C2(6) 1
2. C2(6) 2

3. C2(6) 3

4. C2(6) 4

5. X MRI C2(6) 5

C3 
GIO

1
GIO

1. IUPAC C3(1) 1

2. C3(1) 2

3. C3(1) 3
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4. C3(1) 4

5. C3(1) 5

6. C3(1) 6

7. C3(1) 7

8. C3(1) 8

9. ( ) C3(1) 9

1. C3(1) 1

2. C3(1) 2

3. C3(1) 3

4. C3(1) 4

5. ( ) C3(1) 5

6. cis, trans E,Z C3(1) 6

7. ( ) C3(1) 7

8. C3(1) 8

2
GIO

1. C3(2) 1

2. ( ) C3(2) 2

3. C3(2) 3

4. ( ) C3(2) 4

5. C3(2) 5

1. C3(2) 1

2. C3(2) 2

3. C3(2) 3

1. C3(2) 1

2. C3(2) 2

3. C3(2) 3

4. C3(2) 4

5. C3(2) 5

3
GIO

1. C3(3) 1

2. C3(3) 2
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1. C3(3) 1

2. C3(3) 2

3. C3(3) 3

1. C3(3) 1
2. C3(3) 2

1. C3(3) 1

2. C3(3) 2

3. C3(3) 3

1. C3(3) 1

1. C3(3) 1

1. C3(3) 1

2. C3(3) 2

4
GIO NMR IR

NMR
1. 1H 13C NMR C3(4) 1
2. C3(4) 2
3. 1H NMR C3(4) 3
4. 1H NMR C3(4) 4

5. 1H NMR ( ) C3(4) 5

IR
1. IR C3(4) 1

2. IR C3(4) 2

1. C3(4) 1
2. C3(4) 2
3. C3(4) 3

4. C3(4) 4

1. C3(4) 1

5
GIO ( )

1. C3(5) 1
2. C3(5) 2
3. C3(5) 3
4. C3(5) 4
5. C3(5) 5

C4 
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GIO

1
GIO

1. C4(1) 1
2. C4(1) 2

1. ( ) C4(1) 1

2. C4(1) 2
3. C4(1) 3

4.  SOD, CYP C4(1) 4

2 C5
GIO

1. ( ) ( ) C4(2) 1

2. ( ) ( ) C4(2) 2

1. C4(2) 1
2. C4(2) 2
3. C4(2) 3

1. C4(2) 1

2. C4(2) 2

1. C4(2)

2. C4(2)

3
GIO

1. C4(3) 1

1. C4(3) 1

2. C4(3) 2

1. C4(3) 1

2. C4(3) 2

3. C4(3) 3

1. C4(3) 1
2. C4(3) 2
3. C4(3) 3
4. C4(3) 4

C4(3) 5
6. C4(3) 6

1. C4(3) 1
2. C4(3) 2
3. C4(3) 3
4. C4(3) 4
5. C4(3) 5
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DNA 
1. DNA ( ) C4(3) 1
2. DNA C4(3) 2
3. DNA C4(3) 3

1.  ( ) C4(3) 1

C5 
GIO

1
GIO

1. C5(1) 1

2. C5(1) 2
3. C5(1) 3
4. C5(1) 4

1. C5(1) 1

1. C5(1) 1
2. C5(1) 2

1. C5(1) 1
2. C5(1) 2
3. C5(1) 3
4. C5(1) 4
5. C5(1) 5

2
GIO

1. C5(2) 1

2. C5(2) 2

3. C5(2) 3

4. C5(2) 4

5. C5(2) 5

1. C5(2) 1
2. C5(2) 2

1. C5(2) 1

1. C5(2) 1
2. C5(2) 2
3. C5(2) 3

C6 
GIO

1
GIO

1. C6(1) 1

2. C6(1) 2

1. C6(1) 1
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1. C6(1) 1

2
GIO

1. C6(2) 1

1. C6(2) 1

2. C6(2) 2

1. C6(2) 1

1. C6(2) 1

1. DNA RNA C6(2) 1

1. C6(2) 1

1. C6(2) 1

1. C6(2) 1

3
GIO

1. C6(3) 1

1. C6(3) 1

2. C6(3) 2

1. C6(3) 1

2. C6(3) 2

3. C6(3) 3

4. ( ) C6(3) 4

1. C6(3) 1

2. C6(3) 2

4
GIO

1. C6(4) 1
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2. DNA C6(4) 2

1. C6(4) 1
2. C6(4) 2
3. RNA (hnRNA mRNA rRNA tRNA ) C6(4) 3

1. DNA C6(4) 1

1. DNA RNA C6(4) 1
2. C6(4) 2
3. C6(4) 3
4. RNA snRNP A C6(4) 4
5. RNA C6(4) 5

1. DNA C6(4) 1

DNA
1. cDNA PCR C6(4) 1
2. . C6(4) 2

5
GIO

1. C6(5) 1

ATP 
1. C6(5) 1
2. (TCA ) C6(5) 2
3. ATP C6(5) 3
4. C6(5) 4
5. C6(5) 5

1. C6(5) 1

2. C6(5) 2

1. C6(5) 1
2. C6(5) 2

1. C6(5) 1

2. C6(5) 2

3. C6(5) 3

6
GIO

1. C6(6) 1

1. C6(6) 1

2. G C6(6) 2

3. C6(6) 3

4. C6(6) 4

5. C6(6) 5

1. C6(6) 1
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2. C6(6) 2

7
GIO

1. C6(7) 1

2. C6(7) 2

1. C6(7) 1

1. C6(7) 1

2. C6(7) 2

C7 
GIO

1
GIO

1. C7(1) 1
2. C7(1) 2
3. C7(1) 3

1. C7(1) 1
2. C7(1) 2

1. C7(1) 1

2. C7(1) 2

3. C7(1) 3
4. C7(1) 4

1. C7(1) 1

2. C7(1) 2

1. C7(1) 1

2. C7(1) 2

1. C7(1) 1

1. C7(1) 1

2. C7(1) 2

3. C7(1) 3

1. C7(1) 1

1. C7(1) 1

2. C7(1) 2
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1. C7(1) 1

1. C7(1) 1

1. C7(1) 1

1. C7(1) 1

1. C7(1) 1

2
GIO

1. C7(2) 1

2. C7(2) 2

3. C7(2) 3

4. C7(2) 4

1. C7(2) 1

1. C7(2) 1

1. C7(2) 1

1. C7(2) 1

1. C7(2) 1

1. C7(2) 1
2. C7(2) 2

1. C7(2) 1

1. C7(2) 1

1. C7(2) 1

C8 
GIO

1
GIO

1. C8(1) 1
2. C8(1) 2
3. C8(1) 3
4. C8(1) 4

1. C8(1) 1
2. C8(1) 2
3. C8(1) 3
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1. C8(1) 1
2. MHC C8(1) 2
3. T B C8(1) 3
4. C8(1) 4
5. C8(1) 5

2
GIO

1. C8(2) 1
2. C8(2) 2
3. C8(2) 3
4. C8(2) 4

5. C8(2) 5

6. C8(2) 6

1. C8(2) 1

2. C8(2) 2
3. C8(2) 3

4. ELISA ( C8(2) 4

3
GIO

1. C8(3) 1

1. C8(3) 1
2. C8(3) 2
3. C8(3) 3
4. C8(3) 4
5. C8(3) 5

6. C8(3) 6

1. C8(3) 1

1. C8(3) 1
2. C8(3) 2

1. C8(3) 1
2. C8(3) 2

1. C8(3) 1
2. C8(3) 2
3. C8(3) 3

4
GIO

1. C8(4) 1

2. C8(4) 2

1. DNA B C8(4) 1
2. RNA 

C
HIV HTLV

C8(4) 2

3. C8(4) 3

4. C8(4) 4

5. C8(4) 5
6. C8(4) 6
7. C8(4) 7
8. C8(4) 8
9. C8(4) 9
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D

D1 
GIO

1
GIO

1. D1(1) 1

1. D1(1) 1
2. D1(1) 2
3. D1(1) 3

1. D1(1) 1
2. D1(1) 2
3. D1(1) 3
4. D1(1) 4

2
GIO

1. D1(2) 1
2. D1(2) 2

1. D1(2) 1

2. D1(2) 2
3. D1(2) 3
4. D1(2) 4

1. D1(2) 1

2. D1(2) 2

3. D1(2) 3

1. D1(2) 1
2. D1(2) 2

1. D1(2) 1
2. D1(2) 2

3
GIO

1. D1(3) 1
2. D1(3) 2
3. D1(3) 3
4. D1(3) 4
5. D1(3) 5
6. D1(3) 6
7. D1(3) 7
8. D1(3) 8

1. D1(3) 1
2. D1(3) 2
3. D1(3) 3
4. D1(3) 4
5. D1(3) 5
6. D1(3) 6
7. D1(3) 7

1. D1(3) 1

2. D1(3) 2
3. D1(3) 3

D2 
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GIO

1
GIO

1. D2(1) 1
2. D2(1) 2
3. PCB D2(1) 3
4. D2(1) 4

5. D2(1) 5

6. D2(1) 6

7. D2(1) 7

1. D2(1) 1

2. D2(1) 2

3. - NOAEL D2(1) 3
4. 1 D2(1) 4
5. D2(1) 5

1. D2(1) 1

2. Ames D2(1) 2

3. D2(1) 3

1. D2(1) 1

2. D2(1) 2

3. D2(1) 3

4. D2(1) 4

2
GIO

1. D2(2) 1
2. D2(2) 2
3. D2(2) 3
4. D2(2) 4
5. D2(2) 5

1. D2(2) 1
2. D2(2) 2
3. D2(2) 3

1. D2(2) 1
2. D2(2) 2

3. D2(2) 3

4. D2(2) 4

5. D2(2) 5

6. D2(2) 6

1. D2(2) 1
2. D2(2) 2
3. D2(2) 3

1. D2(2) 1

2. D2(2) 2

1. D2(2) 1
2. D2(2) 2
3. D2(2) 3
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E1 

GIO
1

GIO

1. E1(1) 1
2. E1(1) 2
3. E1(1) 3
4. E1(1) 4
5.

C6 6 1.  5. 
E1(1) 5

6. E1(1) 6
7. E1(1) 7

8. E4 1 5. 5.
5. 

E1(1) 8

9. E1(1) 9

1. E1(1) 1

2. E1(1) 2
3. E1(1) 3

1. E1(1) 1

2
GIO

1.

E1(2) 1

1. E1(2) 1
2. E1(2) 2
3. E1(2) 3
4. E1(2) 4
5. E1(2) 5
6. E1(2) 6

7. E1(2) 7

8. E1(2) 8

3
GIO

1. E1(3)1

2. E1(3)2

4
GIO

1. E1(4)1
2. E1(4)2
3.

E1(4)3

4. E1(4)4

E2 
GIO

1
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GIO

1. E2(1) 1
2. E2(1) 2
3. E2(1) 3
4. E2(1) 4

1. E2(1) 1
2. E2(1) 2
3. E2(1) 3
4.

Guillain-Barre.
E2(1) 4

1. E2(1) 1
2. WHO E2(1) 2

3. E2(1) 3

4. E2(1) 4

5. E2(1) 5

6. E2(1) 6

7. E2(1) 7

8. E2(1) 8

9. Parkinson E2(1) 9

10. Alzheimer E2(1) 10

11. E2(1) 11

12. E2(1) 12
13. E2(1) 13
14.

Narcolepsy E2(1) 14

1. E2(1) 1

2
GIO

1. E2(2) 1

2. E2(2) 2

3. E2(2) 3

1. E2(2) 1

2. E2(2) 2

3.

E2(2) 3

4.
Stevens-Johnson -

E2(2) 4

5. E2(2) 5

6. E2(2) 6

7.

( 1 
E2(2) 7

8.
E2(2) 8

9. GVHD E2(2) 9

1. E2(2) 1
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2. E2(2) 2

3. E2(2) 3

4.
E2(2) 4

1. E2(2) 1

3
GIO

1.

PAC PVC Af PSVT) WPW 
VT VF QT

E2(3) 1

2. E2(3) 2

3. E2(3) 3

4.
E2(3) 4

5.
ASO

E2(3) 5

6. E2(3) 6

1. E2(3) 1

2. E2(3) 2

3.

( AIHA
E2(3) 3

4. DIC E2(3) 4

5.

TTP E2
7

E2(3) 5

1. E2(3) 1
2. E2(3) 2

3. E2(3) 3

4. E2(3) 4

5.

CKD)
E2(3) 5

6.
E2(3) 6

7. E2(3) 7

8. E2(3) 8

1. E2(3) 1

4
GIO

1. E2(4) 1

2. E2(4) 2

3. E2(4) 3

4. E2(4) 4
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1. 
E2(4) 1

2. E2(4) 2

3. E2(4) 3

4. E2(4) 4

5. E2(4) 5

6. E2(4) 6

7. E2(4) 7

8. E2(4) 8

9. E2(4) 9

1. E2(4) 1

5
GIO

1. E2(5) 1

2. E2(5) 2

3. E2(5) 3

1. E2(5) 1

2. Basedow E2(5) 2

3. E2(5) 3

4. E2(5) 4

5. 
ADH (SIADH) .

Cushing
E2(5) 5

1. E2(5) 1

6
GIO

1. E2(6) 1

2. E2(6) 2

3. E2(6) 3

4. E2(6) 4

1. Meniere E2(6) 1

2. 
( )

E2(6) 2

1. 
E2 2

E2(6) 1

2. 
E2 7

E2(6) 2

3. E2(6) 3

4. 
( )

E2(6) 4

1. E2(6) 1

7
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GIO

1. 

ST

E2(7) 1

2. E2(7) 2

1. E2(7) 1

1. 

E2(7) 1

2. 
E2(7) 2

3. E2(7) 3

4. E2(7) 4

5. E2(7) 5

6. E2(7) 6

7. E2(7) 7

8. E2(7) 8

9. 

MRSA VRE
E2(7) 9

10. 

A B
E2(7) 10

1. E2(7) 1

2. E2(7) 2

3. E2(7) 3

4. HAV HBV HCV E2(7) 4

5. AIDS E2(7) 5

6. 

Creutzfeldt-Jakob -

E2(7) 6

1. E2(7) 1
2. E2(7) 2

1. 
E2(7) 1

2. 
E2(7) 2

1. E2(7) 1

2. 
E2(7) 2
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3. E2(7) 3

1. 
E2(7) 1

2. E2(7) 2

3. E2(7) 3

4. FOLFOX E2(7) 4

5. 
T ATL

E2(7) 5

6. E2(7) 6

7. E2(7) 7

8. E2(7) 8

9. E2(7) 9

10. E2(7) 10

11. E2(7) 11

12. E2(7) 12

13. E2(7) 13

1. E2(7) 1
2. E2(7) 2

1. E2(7) 1

8
GIO

1. E2(8) 1

2. E2(8) 2

3. E2(8) 3

1. E2(8) 1

1. E2(8) 1

2. E2(8) 2

3. E2(8) 3

4. ES iPS E2(8) 4

9
GIO OTC 

1. E2(9)1
2. E2(9)2

3. E2(9)3
4. E2(9)4
5. 

E2(9)5

6. E2(9)6

7. E2(9)7

8. E2(9)8

10
GIO
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1. E2(10) 1

2. E2(10) 2

3. E2(10) 3

4. E2(10) 4

1. E2(10) 1

2. 24 E2(10) 2

3. E2(10) 3

1. E2(10) 1

11
GIO

1. E2(11) 1

2. E2(11) 2
3. E2(11) 3

E3 
GIO

1
GIO EBM

1. E3(1) 1

2. E3(1) 2

3. E3(1) 3

4. E3(1) 4

5. 
GCP GVP GPSP RMP

E3(1) 5

1. E3(1) 1

2. E3(1) 2

3. E3(1) 3

4. E3(1) 4

5. E3(1) 5

6. E3(1) 6

1. E3(1) 1

2. MEDLINE E3(1) 2

3. E3(1) 3

4. E3(1) 4

5. E3(1) 5

EBM Evidence-based Medicine
1. EBM E3(1) 1

2. E3(1) 2
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3.
E3 1

E3(1) 3

4. E3(1) 4

1. E3(1) 1

2. E3(1) 2

3. F E3(1) 3

4. E3(1) 4

5. E3(1) 5

6. E3(1) 6

7. E3(1) 7

1. E3(1) 1

2. E3(1) 2
3. E3(1) 3

4. E3(1) 4

5. E3(1) 5

6. E3(1) 6
7. E3(1) 7
8. E3(1) 8

9. E3(1) 9

1. E3(1) 1

2. E3(1) 2

3. E3(1) 3

2
GIO

1. E3(2) 1
2. E3(2) 2

1. POS E3(2) 1

2. SOAP E3(2) 2

3. E3(2) 3
4. A 2 E3(2) 4

3
GIO

1. E3(3) 1

2. E3(3) 2

3. E3(3) 3

1. E3(3) 1

2. E3(3) 2

1. E3(3) 1

2. E3(3) 2

3. E3(3) 3

1. E3(3) 1

2. E3(3) 2
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3. E3(3) 3

1. E3(3) 1
2. E3(3) 2

E4 
GIO

1
GIO

1. E4(1) 1
2. E4(1) 2

1. E4(1) 1
2. E4(1) 2
3. E4(1) 3

4. E4(1) 4

5. E4(1) 5

1. E4(1) 1

2. E4(1) 2

3. E4(1) 3

4. E4(1) 4

5. E4(1) 5

6. E4(1) 6

1. E4(1) 1

2. E4(1) 2

3. E4(1) 3

4. E4(1) 4

5. E4(1) 5

1. E4(1) 1
2. E4(1) 2
3. E4(1) 3
4. E4(1) 4

5. E4(1) 5

2
GIO

1. E4(2) 1

2. E4(2) 2

3. E4(2) 3

4. E4(2) 4

5. E4(2) 5

6. PK-PD E4(2) 6
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TDM (Therapeutic Drug Monitoring)
1. TDM TDM E4(2) 1

2. TDM E4(2) 2

3. E4(2) 3

4. E4(2) 4

E5 
GIO

1
GIO

1. E5(1) 1

2. E5(1) 2

3. C2 2
1. 2. 

E5(1) 3

4. pH E5(1) 4
5. E5(1) 5

1. E5(1) 1
2. E5(1) 2

1. C2 2
4. 

E5(1) 1

2. E5(1) 2
3. E5(1) 3
4. E5(1) 4

1. E5(1) 1
2. pH C1
3 1. 7. 

E5(1) 2

3. E5(1) 3

2
GIO

1. E5(2) 1

2. E5(2) 2

3. E5(2) 3

4. E5(2) 4

5. E5(2) 5
6. E5(2) 6

1. E5(2) 1

2. E5(2) 2

3. E5(2) 3

4. E5(2) 4

1. E5(2) 1

3 DDS Drug Delivery System
GIO DDS

DDS
1. DDS E5(3) 1
2. DDS E4(1) 4. E5(3) 2

1. E5(3) 1

2. E5(3) 2

3. E5(3) 3
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1. E5(3) 1
2. E5(3) 2
3. E5(3) 3

1. E5(3) 1

2. E5(3) 2

3. E5(3) 3

- 設置の趣旨 ― 80 -



F
GIO

F

1
GIO

2
1. F(1) 1

2. F(1) 2

3. F(1) 3 BLS

1. F(1) 1

2. F(1) 2
3. F(1) 3
4. F(1) 4
5. F(1) 5
6. F(1) 6
7. F(1) 7

1. F(1) 1
2. F(1) 2
3. F(1) 3
4. F(1) 4

5. F(1) 5

6. F(1) 6
7. F(1) 7
8. F(1) 8
9. F(1) 9
10. F(1) 10
11. F(1) 11
12. F(1) 12
13. F(1) 13
14. F(1) 14
15. F(1) 15

2
GIO

1. F(2) 1
2. F(2) 2
3. F(2) 3
4. F(2) 4

1. F(2) 1

2. F(2) 2

3. F(2) 3

4. F(2) 4

5. F(2) 5

6. F(2) 6

7. F(2) 7
8. F(2) 8
9. F(2) 9
10. F(2) 10
11. F(2) 11

1. F(2) 1

2. F(2) 2

3. F(2) 3

4. F(2) 4

5. F(2) 5

6. F(2) 6

7. F(2) 7
8. F(2) 8
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9. F(2) 9
10. F(2) 10
11. F(2) 11
12. F(2) 12
13. ( F(2) 13
14. F(2) 14
15. F(2) 15
16. F(2) 16
17. F(2) 17
18. F(2) 18
19. F(2) 19

1. F(2) 1

2. F(2) 2

3. F(2) 3

4. F(2) 4

5. F(2) 5
6. F(2) 6

7. F(2) 7
8. F(2) 8
9. F(2) 9
10. F(2) 10

11. F(2) 11
12. F(2) 12

13. F(2) 13
14. F(2) 14

15. F(2) 15

1. F(2) 1
2. F(2) 2
3. F(2) 3
4. F(2) 4
5. F(2) 5
6. F(2) 6

7. F(2) 7

8. F(2) 8
9. F(2) 9
10. F(2) 10
11. F(2) 11
12. F(2) 12
13. F(2) 13

1. F(2) 1

2. F(2) 2

3. F(2) 3

4. F(2) 4

5. F(2) 5
6. F(2) 6

7. F(2) 7

8. F(2) 8

9. F(2) 9

10. F(2) 10

11. F(2) 11
12. F(2) 12
13. F(2) 13
14. F(2) 14

3
GIO

1. F(3) 1
2. F(3) 2

3. F(3) 3
4. F(3) 4
5. F(3) 5
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6. F(3) 6

7. F(3) 7

1. F(3) 1
2. F(3) 2
3. F(3) 3
4. F(3) 4
5. F(3) 5
6. F(3) 6

1. F(3) 1

2. F(3) 2

3. F(3) 3

4. F(3) 4

5. F(3) 5

6. F(3) 6

7. F(3) 7
8. F(3) 8
9. F(3) 9

10. F(3) 10
11. F(3) 11
12. F(3) 12
13. F(3) 13
14. F(3) 14

1. F(3) 1

2. F(3) 2

3. SOAP F(3) 3

4. F(3) 4
5. F(3) 5
6. F(3) 6
7. F(3) 7
8. F(3) 8
9. F(3) 9
10. F(3) 10

11. 5W1H F(3) 11
12. SOAP F(3) 12

13. F(3) 13

4
GIO

1. F(4) 1

2. F(4) 2

3. F(4) 3

4. F(4) 4
5.

QOL 
F(4) 5

6. F(4) 6

7. F(4) 7
8. F(4) 8
9. ICT NST F(4) 9

1. F(4) 1
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2. F(4) 2
3. F(4) 3
4. F(4) 4

5
GIO

1. F(5) 1

2. F(5) 2

3. F(5) 3

4. F(5) 4
5. F(5) 5
6. F(5) 6

1. F(5) 1

2. F(5) 2

3. F(5) 3

4. F(5) 4

1. F(5) 1

2. F(5) 2

3. F(5) 3

4. F(5) 4

5. F(5) 5

6. F(5) 6
7. F(5) 7

8. F(5) 8

9. F(5) 9

1. F(5) 1

2. F(5) 2

3. F(5) 3
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G
GIO 

GIO 

1. G(1)1

2. G(1)2

3. G(1)3

4 G(1)4

2
GIO 

1. G(2)1

2. G(2)2

3. 
A-(2)- -3 

G(2)3

G(3)1

G(3)2

G(3)3

G(3)4

G(3)5

G(3)6
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CP1

CP4

CP3

(CP7)

(CP8)CP5

CP6
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Winny
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25-A020-208011
25-A030-211007
25-A040-204007

26-A010-101017
26-A010-102016
26-A010-104017
26-A010-104018
26-A010-106003
26-A010-110006
26-A010-111006
26-A010-111017
26-A010-209002
27-A011-123005
27-A011-123022
27-A013-109015
27-A013-116008
27-A013-116016
27-A013-128112
27-A013-128205
27-A014-122010
27-A014-125010
27-A020-203011
27-A020-203017

27-A020-205028
27-A020-205031
27-A030-207008
27-A040-210058
27-A050-212017
27-A060-217004
27-A070-141001
27-A070-141006
27-A070-146013
27-A080-202018
27-A080-206014
27-A080-208002
27-A080-208006
27-A080-219004
28-A010-101014
28-A010-102033
28-A010-105025
28-A010-106002
28-A010-106003
28-A010-106005
28-A010-106016
28-A010-107006
28-A010-107019

28-A010-108011
28-A010-108034
28-A010-109028
28-A010-110005
28-A010-111014
28-A020-202051
28-A020-204013
28-A020-204019
28-A020-204020
28-A020-204022
28-A020-204023
28-A020-204027
28-A020-204029
28-A020-204030
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28-A020-204033
28-A020-204044
28-A020-204046
28-A020-204051
28-A020-204065
28-A020-204066
28-A020-204068
28-A020-204069
28-A020-204071
28-A020-204078
28-A020-204080
28-A020-204081
28-A020-204083
28-A020-204087
28-A020-204088
28-A020-204089
28-A020-204091
28-A020-204092
28-A020-204095
28-A030-207033
28-A030-217023
28-A030-219001
28-A030-219002

28-A030-301001
28-A040-203005
28-A040-203038
28-A040-210007
28-A040-216004
28-A040-216017
28-A050-213005
28-A050-215002
28-A060-201060
28-A060-201078  

28-A060-201123
28-A070-208003
28-A080-209010
28-A090-221001
28-A090-221008
30-A020-209003
30-A050-205001
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1

2  
70

3  

4

5  

6  

7  
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電子リソースリスト（電子書籍）
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